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平成 25年度における個人情報の保護に関する法律の施行状況の概要について 

 

 

個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号。以下「法」という。）

第 53条第１項の規定に基づき、内閣総理大臣は、関係する行政機関の長に対し、

法の施行の状況について報告を求めることができることとされています。 

また、同条第２項の規定に基づき、内閣総理大臣は、毎年度、同条第１項の

報告を取りまとめ、その概要を公表することとされています。 

今回、平成 25 年度における施行状況の報告について取りまとめましたので、

その概要を公表します。 

 

 

（注）地方公共団体における個人情報の保護に関する施行状況については、総務省が公表

している「地方自治情報管理概要～電子自治体の推進状況～」（平成 26 年３月）を御

参照ください。http://www.soumu.go.jp/denshijiti/060213_02.html 
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個人情報の保護に関する法律の施行状況について 

第１章 国の個人情報の保護に関する施行状況 

１．事業等分野ごとのガイドラインの見直しの状況（法第８条） 

平成 26年３月 31日現在、事業等を所管する各府省により、27分野について 40本 

のガイドラインが策定されている。このうち、平成 25年度中に見直しを行ったものが

６本あった。 

表１ 平成 25年度中に策定・見直しを行ったガイドライン 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 対象事業分野 所管府省 ガイドラインの名称 策定・見直し年月日 
見
直
し 

医療（一般） 厚生労働省 

 

医療情報システムの

安全管理に関するガ

イドライン（局長通

達） 

平成 25年 10月 10日 

医療（研究） 文部科学省 
厚生労働省 

疫学研究に関する倫理

指針（告示） 
平成 25年４月１日 

医療（研究） 厚生労働省  ヒト幹細胞を用いる

臨床研究に関する指針

(告示) 

平成 25年 10月１日 

情報通信（電気

通信） 
総務省 電気通信事業における

個人情報保護に関する

ガイドライン（告示） 

平成 25年９月９日 

職業紹介等（船

員） 
国土交通省 無料船員職業紹介事業

者、船員の募集を行う

者及び無料船員労務供

給事業者が均等待遇、

労働条件等の明示、求

職者等の個人情報の取

扱い、募集内容の的確

な表示に関して適切に

対処するための指針

（告示） 

平成 25年 12月 12日 

労働者派遣（船

員） 
国土交通省 船員派遣元事業主が講

ずべき措置に関する指

針（告示） 

平成 25年 12月 12日 
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２．個人情報取扱事業者に対する主務大臣による権限行使の状況（法第 32条～第 34条） 

平成 25年度は、各事業分野等を所管する主務大臣において、法に基づく報告の徴収

を２件実施すること等により、事業者等に対する指導・監督を行った（平成 24年度は、

報告の徴収８件）。 

表２ 個人情報取扱事業者に対する主務大臣による権限行使の状況 

（注）１．複数の条文に基づいて 1件の権限行使を実施している場合がある。 

２. 法第 52条及び個人情報の保護に関する法律施行令（平成 15年政令第 507 号）第 

12 条に基づき、内閣総理大臣が金融庁長官に権限を委任している。 

 

３．認定個人情報保護団体の認定の状況（法第 37条） 

平成 26 年３月 31 日現在、法第 37 条の規定に基づき、主務大臣が認定した団体は、

計 39団体である。 

表３ 各府省の認定個人情報保護団体の認定状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)認定団体数の合計は、共管による重複分を除いた数値 

 

 

 

 

 

主務大臣 行使した権限 根拠条文（注 1） 

金融庁長官（注 2） 報告の徴収   ２件 第 20条（安全管理措置）     ２件 

第 21条（従業員の監督）    １件 

第 22条（委託先の監督）    １件 

合 計 

 

報告の徴収  計２件 第 20条（安全管理措置）     ２件 

第 21条（従業員の監督）    １件 

第 22条（委託先の監督）    １件 

所管府省 認定団体数 

国家公安委員会 １団体 

金融庁 ９団体 

総務省 ３団体 

厚生労働省 ９団体  

経済産業省 19団体 

国土交通省 ３団体 

合計（重複分を除く。） 39団体 

2



 

４．いわゆる「過剰反応」に対する取組状況 

法の定め以上に個人情報の提供を控えたりするなど、いわゆる「過剰反応」に対し

て、平成 25年度に各府省庁が行った取組のうち、主なものは以下のとおりである。 

 

○ 内閣府 

・ 災害対策基本法の改正を行い、高齢者、障害者等の災害時の避難に特に支援を要

する者について名簿を作成し、本人からの同意を得て消防・民生委員等の関係者に

あらかじめ情報提供するものとすること、災害発生時又は災害発生のおそれがある

場合で特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、本人の

同意を得ずに関係者に名簿情報を提供することができることなどを定めた。 

・ 上記改正を受け、避難行動要支援者名簿の作成・活用に係る具体的手順、留意事

項等を盛り込んだ「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」（平成 25

年８月）を策定・公表した。 

 

○ 消費者庁 

・ 個人情報保護法に関する説明会を平成 25年 11月～平成 26年２月にかけ、全国

12会場で開催し、約 2,500人の参加があった（開催都道府県等及び独立行政法人

国民生活センターと共催）。 

  一部会場では、地方公共団体等が、いわゆる「見守り協定」を締結するなどし

て、個人情報の適切な共有に取り組んでいる例についての報告も行った。 

   ・ 高齢消費者の悪質電話勧誘からの被害防止策の導入手引きにおいて、個人情報

等の活用に関する項目とその内容を記載した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3



 

第２章 事業者等の個人情報の保護に関する取組の状況 

１．個人情報に関する苦情処理の状況 （法第９条、第 13条） 

（１）全体的な状況 

平成 25年度において、地方公共団体及び国民生活センターに寄せられた、個人情

報に関する苦情相談は、合計 5,777 件である（平成 24 年度は合計 5,623 件）。その

うち、消費生活センターが受け付けたものが約 96％を占めている。 

表４ 受付機関別の苦情相談数 
 

 

 

 

 

 

 
 

（注）１．表中の「消費生活センター」は、PIO-NET 端末の設置された消費生活センター 

で受け付けた分を集計 

２．表中の「その他」とは、個人情報保護条例所管部局等で受け付けた分を集計 

３．平成 25 年度分について、「消費生活センター」受付分及び「国民生活センター」

受付分は、平成 26 年５月 31 日までに受付機関決裁済となったもの。「その他」受

付分は、同年５月 31日までの国民生活センター受領分 

平成 24 年度分について、「消費生活センター」受付分及び「国民生活センター」

受付分は、平成 25 年５月 31 日までに受付機関決裁済となったもの。「その他」受

付分は、同年６月 28日までの国民生活センター受領分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受付機関 
平成 25年度 （参考）平成 24年度 

件数 （割合） 件数 (割合) 

地方公共

団体 

消費生活センター 5,533 （95.8％） 5,283 （94.0％） 

その他 114 （2.0％） 164 （2.9％） 

国民生活センター 130 （2.3％） 176 （3.1％） 

合計 5,777 （100.0％） 5,623 （100.0％） 
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（２）事業分野の状況 

苦情相談の対象となった事業分野は、特に適正な取扱いを確保すべき個別分野（医

療、金融・信用、情報通信）が全体の約 32％を占めている。また、その他の事業分

野に関する苦情相談は、約 43％を占めている。 

表５ 事業分野別の苦情相談数 

事業分野 
平成 25年度 (参考)平成 24年度 

件数 (割合) 件数 (割合) 

特に適正な取扱いを確保すべ 1,823 （31.6％） 2,035 （36.2％） 

き個別分野（重

複分を除く。） 

医療 122 （2.1％） 137 （2.4％） 

金融・信用 293 （5.1％） 404 （7.2％） 

情報通信 1,420 （24.6％） 1,514 （26.9％） 

その他の事業分野 2,496 （43.2％） 2,318 （41.2％） 

不明 1,499 （25.9％） 1,341 （23.8％） 

合計（重複分を除く。） 5,777 （100.0％） 5,623 （100.0％） 

  （注）表中の「医療」は福祉分野も含む。 

 

（３）相談内容の状況 

相談内容は、不適正な取得に関するものが全体の約 47％で最も多く、次いで、漏

えい・紛失に関するものが約 19％、同意のない提供に関するものが約 18％、目的外

利用に関するものが約 12％となっている。 

表６ 相談内容の内訳 

相談内容 
平成 25年度 (参考) 平成 24年度 

件数 (割合) 件数 (割合) 

不適正な取得  2,694 （46.6％） 2,282 （40.6％） 

漏えい・紛失 1,078 （18.7％） 1,138 （20.2％） 

同意のない提供 1,015 （17.6％） 1,167 （20.8％） 

目的外利用 670 （11.6％） 863 （15.3％） 

開示等 190 （3.3％） 211 （3.8％） 

苦情等の窓口対応 145 （2.5％） 191 （3.4％） 

情報内容の誤り 57 （1.0％） 68 （1.2％） 

オプトアウト違反 38 （0.7％） 64 （1.1％） 

委託先等の監督 33 （0.6％） 39 （0.7％） 

その他 1,071 （18.5％） 966 （17.2％） 

合計（重複分を除く。） 5,777 （100.0％） 5,623 （100.0％） 
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（４）処理結果の状況 

処理結果は、助言（自主交渉）を行ったものが全体の約 79％を占めており、続い

て、その他の情報提供を行ったものが約 16％となっている。 

表７ 相談処理結果の状況 

処理結果の種類 
平成 25年度 (参考)平成 24年度 

件数 (割合) 件数 (割合) 

助言（自主交渉） 4,562 （79.0％） 4,218 （75.0％） 

その他の情報提供 908 （15.7％） 971 （17.3％） 

あっせん解決 118 （2.0％） 174 （3.1％） 

他機関紹介 100 （1.7％） 136 （2.4％） 

処理不要 64 （1.1％） 78 （1.4％） 

処理不能 18 （0.3％） 33 （0.6％） 

あっせん不調 7 （0.1％） 13 （0.2％） 

合計 5,777 （100.0％） 5,623 （100.0％） 

（注）１．表中の「助言（自主交渉）」は、受付機関があっせんの労をとらなくても相談 

者が事業者に自主交渉することで解決する可能性があり、かつ自主解決の努力が 

なされていない相談に対し、自主解決の方法をアドバイスしたものを指す。 

２．表中の「その他の情報提供」は、あっせん以外の処理で、「助言（自主交渉）」 

に該当しないものを指す。
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２．事業者からの個人情報漏えい事案の状況 

（１）全体的な状況 

「個人情報の保護に関する基本方針」（平成 16年４月２日閣議決定、平成 20年４

月 25 日及び平成 21 年９月１日一部変更）において、事業者は、個人情報漏えい事

案が発生した場合、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限

り事実関係等を公表することが重要とされている。 

これを踏まえ、平成 25年度において、事業者が公表した個人情報の漏えい事案 ※

は、合計 366件である。 

【参考】 平成 17年度：1,556件    平成 18年度：893件 

平成 19年度：  848件    平成 20年度：538件 

平成 21年度：  490件    平成 22年度：413件 

平成 23年度： 420件    平成 24年度：319件 

※ 「漏えい」の他、「滅失」、「き損」の事案を含む。また、各主務大臣において把握し、消

費者庁に報告された事案に限る。 

（２）漏えいの規模と情報の種類 

① 上記事案において個人情報が漏えいしたとされる人数（以下「漏えいした人数」

という。）別にみると、500人以下の事案が全体の約 66％を占めているなど、比較

的小規模な事案が多い。 

表８ 漏えいした人数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)（ ）内は、漏えい事案全体（平成 25年度：366 件、平成 24年度：319件）に対する

割合 

  

漏えいした人数 
平成 25年度 (参考)平成 24年度 

件数 (割合) 件数 (割合) 

500人   以下 242 (66.1％) 215 (67.4％) 

501    ～ 5,000人 65 (17.8％) 57 (17.9％) 

5,001   ～ 50,000人 36 (9.8％) 29 (9.1％) 

50,001人  以上 18 (4.9％) 13 (4.1％) 

不明 5 (1.4％) 5 (1.6％) 

合計 366 (100.0％) 319 (100.0％) 
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② 漏えいした個人情報の種類について、顧客情報、従業員情報、その他の情報に

分類すると、ほとんどの事案について、顧客情報が含まれていることが分かる。 

漏えいした個人情報の内容について、氏名、生年月日、性別、住所（以下「基本

情報」という。）とそれ以外の情報（以下「付加的情報」という。）に分けてみると、

基本情報のみが漏えいした件数は、全体の約 24％であり、多くの事案において、

電話番号、口座番号、メールアドレス、クレジットカード番号等の付加的情報も含

めて漏えいしている。 

                    表９ 漏えいした情報の種類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) １．（ ）内は、漏えい事案全体（平成 25年度：366 件、平成 24年度：319 件）に対す

る割合 

２．表中の「うち基本情報のみ」は、基本情報のみ漏えいした事案の件数 

  

漏えいし 

た情報の 

種類 

平成 25年度 (参考)平成 24年度 

件数（割合） 

  

件数（割合） 

  

うち基本情報 

のみ 

うち基本情報 

のみ 

顧客情報 363 (99.2％) 88 (24.0％) 309 (96.9％) 84 (26.3％) 

従業員 

情報 

2 (0.5％) 0 (0％) 14 (4.4％) 4 

 

(1.3％) 

その他の 

情報 

10 (2.7％) 0 (0％) 15 (4.7％) 4 (1.3％) 

合計 

（重複分 

を除く。） 

366 (100.0％) 87 (23.8％) 319 (100.0％) 87 (27.3％) 
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（３）漏えい等の形態と暗号化等の情報保護措置 

① 漏えいした情報の形態についてみると、電子媒体のみが約 46％、紙媒体のみが

約 52％である。 

② 漏えいした情報に対する暗号化等の情報保護措置の有無についてみると、特段

措置を講じていなかった件数が、全体の約 73％を占めている。これに対し、一部

についてのものも含め、何らかの措置を講じていた件数は、全体の約 21％にとど

まる。 

表 10‐１ 漏えいの形態と暗号化等の情報保護措置 

(注) １．（ ）内は、漏えい事案全体（366 件）に対する割合 

２. 暗号化等の情報保護措置とは、情報の暗号化や紛失したパソコンへのパスワードに 

よるアクセス制限等、情報保護のために講じられた措置をいう。 

３．「紙媒体のみ」には、口頭による漏えいを含む（「措置不明」に分類）。 

③ 形態別に見ると、電子媒体のみでの漏えいにおいては、情報保護措置がとられ

ていた件数（一部についてのものも含む。）は約 39％であり、情報保護措置がとら

れていなかった件数を下回っている。一方、紙媒体のみでの漏えいについては、

約 94％の事案において情報保護措置がとられていなかった。 

表 10‐２ 漏えいの形態別の保護措置の割合 

  

漏えいの 

形態 

 

暗号化 

等の情報 

保護措置 

電子媒体のみ 紙媒体のみ 
電子媒体と 

紙媒体 
不明 

 

 

合計 

件数 （割合） 件数 （割合） 件数 （割合） 件数 （割合） 

全部措置有 49 (13.4％) 3 (0.8%) 0 (0.0％) 

2 (0.5%) 

  

一部措置有 16 (4.4％) 5 (1.4%) 3 (0.8％) 

措置無 87 (23.5％) 180 (49.2%) 1 (0.3％) 

措置不明 16 (4.6％) 3 (0.8%) 1 (0.3％) 

合計 168 (45.9％) 191 (52.2％) 5 (1.4％) 2 (0.5%) 366 

漏えいの 

形態 

暗号化等 

の情報保護措置 

電子媒体のみ 紙媒体のみ 

件数 （割合） 件数 （割合） 

全部措置有 49 (29.2％) 3 (1.6％) 

一部措置有 16 (9.5％) 5 (2.6％) 

措置無 87 (51.2％) 180 (94.2％) 

措置不明 16 (10.1％) 3 (1.6％) 

合計 168 (100.0％) 191 (100.0％) 
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【参考：平成 24年度】 

表 漏えいの形態と暗号化等の情報保護措置 

(注) １．（ ）内は、漏えい事案全体（319 件）に対する割合 

２．「紙媒体のみ」には、口頭による漏えいを含む（「措置不明」に分類）。 

表 漏えいの形態別の保護措置の割合 

  

漏えいの 

形態 

 

暗号化 

等の情報 

保護措置 

電子媒体のみ 紙媒体のみ 
電子媒体と 

紙媒体 
不明 

 

 

合計 

件数 （割合） 件数 （割合） 件数 （割合） 件数 （割合） 

全部措置有 36 (11.3％) 4 (1.3%) 0 (0.0％) 

2 (0.6%) 

 

一部措置有 11 (3.4％) 15 (4.7%) 0 (0.0％) 

措置無 75 (23.5％) 152 (47.6%) 2 (0.6％) 

措置不明 13 (4.1％) 8 (2.5%) 1 (0.3％) 

合計 135 (42.3％) 179 (56.1％) 3 (0.9％) 2 (0.6%) 319 

漏えいの 

形態 

暗号化等 

の情報保護措置 

電子媒体のみ 紙媒体のみ 

件数 （割合） 件数 （割合） 

全部措置有 36 (26.7％) 4 (2.2％) 

一部措置有 11 (8.1％) 15 (8.4％) 

措置無 75 (55.6％) 152 (84.9％) 

措置不明 13 (9.6％) 8 (4.5％) 

合計 135 (100.0％) 179 (100.0％) 

10



 
 

（４）漏えい元と漏えいした者 

① 漏えい元については、「事業者」から直接漏えいした事案が全体の約 72％、「委

託先」から漏えいした事案が全体の約 24％となっている。 

② 「事業者」及び「委託先」の中で、実際に漏えいに関わった者（以下「漏えいし

た者」という。）についてみると、「従業者」が全体の約 69％を占める。 

③ 漏えいした原因をみると、「従業者」が漏えいに関わった事案については「意図

的」なものが３件、「不注意」によるものが 243 件であり、ほとんどが「不注意」

によるものである。 

一方、「第三者」が漏えいに関わった事案については、「意図的」なものが 77件、

「不注意」によるものが５件であり、その多くが「意図的」なものである。 

④ 主な漏えい事案の詳細をみると、事業者における誤廃棄及び不正アクセスに 

よる漏えいが大半を占めている。 

表 11 漏えい元・漏えいした者 

 漏えい 

した者 

漏えい 

元 

従業者 第三者 

その他 不明 合計 
意図的 不注意 不明 計 意図的 不注意 不明 計 

事業者 
1 

(0.3%) 

191 

(52.2%) 

5 

(1.4%) 

197 

(53.8%) 

53 

(14.5%) 

4 

(1.1%) 

0 

(0.0%) 

57 

(15.6%) 

2 

(0.5%) 

6 

(1.6%) 

262 

(71.6%) 

委託先 
2 

(0.5%) 

52 

(14.2%) 

1 

(0.3%) 

55 

(15.0%) 

24 

(6.6%) 

1 

(0.3%) 

1 

(0.3%) 

26 

(7.1%) 

6 

(1.6%) 

1 

(0.3%) 

88 

(24.0%) 

不明 - - - - - - - - - 
16 

(4.4%) 

16 

(4.4%) 

合計 
3 

(0.8%) 

243 

(66.4%) 

6 

(1.6%) 

252 

(68.9%) 

77 

(21.0%) 

5 

(1.4%) 

1 

(0.3%) 

83 

(22.7%) 

8 

(2.2%) 

23 

(6.3%) 

366 

(100.0%) 

(注)（ ）内は、漏えい事案全体（366 件）に対する割合 

【参考：平成 24年度】 

 漏えい 

した者 

漏えい 

元 

従業者 第三者 

その他 不明 

合計 

意図的 不注意 不明 計 意図的 不注意 不明 計  

事業者 
4 

(1.3%) 

184 

(57.7%) 

20 

(6.3%) 

208 

(65.2%) 

25 

(7.8%) 

4 

(1.3%)  

0 

(0.0%) 

29 

(9.1%) 

3 

(0.9%) 

7 

(2.2%) 

247 

(77.4%) 

委託先 
5 

(1.6%) 

37 

(11.6%) 

2 

(0.6%) 

44 

(13.8%) 

4 

(1.3%) 

4 

(1.3%) 

0 

(0.0%) 

8 

(2.5%) 

2 

(0.6%) 

10 

(3.1%) 

64 

(20.1%) 

不明 - - - - - - - - - 
 8 

(2.5%) 

8 

(2.5%) 

合計 

9 

(2.8%) 

221 

(69.3%) 

22 

(6.9%) 

252 

(79.0%) 

29 

(9.1%) 

8 

(2.5%) 

0 

(0.0%) 

37 

(11.6%

) 

5 

(1.6%) 

25 

(7.8%) 

319 

(100.0%) 

(注)（ ）内は、漏えい事案全体（319 件）に対する割合  
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（５）漏えい後の改善措置状況 

① 漏えい後の改善措置についてみると、ほとんどの事案において、事業者によっ

て何らかの安全管理対策が講じられている。 

② 安全管理対策の内訳をみると、全体の約 79％の事業者が教育・研修の実施など

の組織的対策を講じている。 

③ 安全管理対策の詳細をみると、誤廃棄に関しては事業者における管理の再徹底

といった組織的な措置、不正アクセスについてはセキュリティ強化などの技術的

な措置のほか、パスワードの変更依頼などの顧客対応を併せて行っている。 

 

表 12‐１ 漏えい後の改善措置状況 

 

合計 

事業者による改善措置 改善措

置実施

せず 

不明  安全管理対策 その他

の対応   組織的 技術的 

平成 

25 年度 

366 

(100.0%) 

364 

(99.5%) 

336 

(91.8%) 

290 

(79.2%) 

112 

(30.6%) 

353 

(96.4%) 

0 

(0.0%) 

2 

(0.5%) 

（参考） 

平成 

24 年度 

319 

(100.0%) 

319 

(100.0%) 

311 

(97.5%) 

302 

(94.7%) 

99 

(31.0%) 

283 

(88.7%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

(注)１．表中の「組織的」安全管理対策とは、安全管理責任者の設置、社内規定の整 

備、教育・研修の実施、監査の実施等を指す。 

「技術的」安全管理対策とは、ファイアウォールの構築、情報漏えい防止ソフ 

トウェアの導入、個人データへのアクセス状況の監視等を指す。 

「その他の対応」の具体的内容は、表 12‐２参照。 

２．「安全管理対策」と「その他の対応」は複数回答 

３．（ ）内は、漏えい事案全体（平成 25年度：366件、平成 24年度：319件）に 

対する割合 

④ 安全管理対策以外の改善状況の内訳を見ると、全体の約 89％の事業者が本人へ

の謝罪･連絡を行っており、次いで、約 23％の事業者が警察への届出、約 17％の

事業者が専用窓口の設置を行っている。 

表 12‐２ 安全管理対策以外の改善措置の内訳 

 

 

 

 

 

 

（注）（ ）内は、漏えい事案全体（平成 25年度：366 件、平成 24年度：319 件）に対する 

割合 

 

 

合計 

（重複を

除く。） 

本人への

謝罪・連

絡 

専用窓口

の設置 

商品券等

の配布 

警察への 

届出 
その他 

平成 25年度 
353 

(96.4%) 

325 

(88.8%) 

62 

(16.9%) 

7 

(1.9%) 

84 

(23.0%) 

56 

(15.3%) 

（参考） 

平成 24年度 

283 

(88.7％) 

263 

(82.4％) 

67 

(21.0％) 

14 

(4.4％) 

90 

(28.2％) 

23 

(7.2％) 
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（６）認定個人情報保護団体への報告 

事業者が認定個人情報保護団体に所属していた事案は 126件であり、全体（366件）

の約 34％である（平成 24 年度は 319 件中 90 件）。また、このうち、当該漏えいを

所属する認定個人情報保護団体へ報告したのは 82件であり（平成 24年度は 63件）、

約 65％の事案において認定個人情報保護団体へ報告がなされている。
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 ３．認定個人情報保護団体の取組状況（法第 42条、第 43条） 

認定個人情報保護団体が、法第 42 条及び第 43 条に基づいて行った取組（苦情の処

理、対象事業者に対する説明要求、資料要求及び自ら作成・公表した個人情報保護指

針を遵守させるための指導、勧告、その他の措置）の状況は、以下のとおりである。 

表 13 認定個人情報保護団体の取組の状況 

（注）「その他の措置」とは、認定個人情報保護団体が、法第 43条に基づき自ら作成・公 

    表した個人情報保護指針を対象事業者に遵守させるために行った措置で、「指導」及び 

「勧告」以外のものを指す。 

 

【参考：平成 24年度】 

所管府省 
苦情 

処理 

説明 

要求 

資料 

要求 
指導 勧告 

その他

の措置 

国家公安委員会 0 0 0 0 0 0 

金融庁 162 47 0 89 0 177 

総務省 262 47 34 34 0 0 

厚生労働省 3 3 0 13 0 13 

経済産業省 329 52 34 38 0 5 

国土交通省 10 0 0 0 0 0 

合計（共管団体の重複分

を除く。） 
505 108 34 140 0 190 

所管府省 
苦情 

処理 

説明 

要求 

資料 

要求 
指導 勧告 

その他

の措置 

国家公安委員会 0 0 0 0 0 0 

金融庁 187 66 0 56 0 0 

総務省 307 40 28 28 0 0 

厚生労働省 3 0 0 24 0 1 

経済産業省 414 69 28 36 2 7 

国土交通省 56 0 0 0 0 0 

合計（共管団体の重複分

を除く。） 
613 145 28 116 2 8 
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第３章 法施行後９年間（平成 17年度～平成 25年度）の施行状況の傾向 

１．事業等分野ごとのガイドラインの策定・認定個人情報保護団体の認定団体数の傾向 

事業等分野ごとのガイドラインの策定数について、平成 17年度末時点と平成 25年

度末時点とを比較すると、７本増加した（平成 17年度末時点：21分野について 33

本、平成 25年度末時点：27分野について 40本）。 

また、認定個人情報保護団体の認定団体数について、平成 17年度末時点と平成 25

年度末時点とを比較すると、９団体増加した（平成 17年度末時点：30団体、平成 25

年度末時点：39団体）。 

  

(注)上記「策定数」・「認定団体数」は、いずれも各年度末時点における数 

 

 

 

２．個人情報取扱事業者に対する主務大臣による権限行使の傾向 

個人情報取扱事業者に対する主務大臣による権限行使について、平成 17年度から

平成 25年度の９年間で、７件の勧告、317件の報告の徴収、２件の助言が行われた。

報告の徴収を行った件数について各年度を比較すると、増減が若干あるものの、全体

としては、法施行以降、おおむね減少傾向にある。 

 

 

 

 

33

35
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38

40 40 40 40 40
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34
35

37
38 38

39 39 39

25
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35

40

45
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認
定
団
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事業等分野ごとのガイドラインの策定数と認定個人情報保護団体の認定団

体数

ガイドライン 認定個人情報保護団体
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３．個人情報に関する苦情相談件数・個人情報の漏えい事案件数の傾向 

地方公共団体及び国民生活センターに寄せられた、個人情報に関する苦情相談件数

について、平成 17年度は 14,028件であったが、全体としては減少傾向であるものの

近年横ばいとなっており、平成 25年度は 5,777件となっている。 

事業者が公表した個人情報の漏えい事案件数について、平成 17年度は 1,556件で

あったが、平成 25年度は 366件であり、全体としては減少傾向であるものの、近年

横ばいとなっている。 
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康

保
険

組
合

に
お

け
る

個
人

情
報

の
適

切
な

取
扱

い
の

た
め

の
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
（
局

長
通

達
）

平
成

1
7
年

4
月

1
日

○
「
医

療
機

関
等

に
お

け
る

個
人

情
報

保
護

の
あ

り
方

に
関

す
る

検
討

会
」

○
国

民
生

活
審

議
会

個
人

情
報

保
護

部
会

へ
の

報
告

（
平

成
1
6
年

9
月

1
3
日

）

○
個

人
情

報
保

護
法

の
改

正
に

対
応

す
る

際
に

、
告

示
化

等
の

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
。

国
民

健
康

保
険

団
体

連
合

会
等

に
お

け
る

個
人

情
報

の
適

切
な

取
扱

い
の

た
め

の
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
（
局

長
通

達
）

平
成

1
7
年

9
月

1
5
日

○
「
医

療
機

関
等

に
お

け
る

個
人

情
報

保
護

の
あ

り
方

に
関

す
る

検
討

会
」

○
国

民
生

活
審

議
会

個
人

情
報

保
護

部
会

へ
の

報
告

（
平

成
1
6
年

9
月

1
3
日

）

○
個

人
情

報
保

護
法

の
改

正
に

対
応

す
る

際
に

、
告

示
化

等
の

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
。

研
究

文
部

科
学

省
厚

生
労

働
省

経
済

産
業

省
ヒ

ト
ゲ

ノ
ム

・
遺

伝
子

解
析

研
究

に
関

す
る

倫
理

指
針

（
告

示
）

平
成

1
6
年

1
2
月

2
8
日

平
成

1
7
年

6
月

2
9
日

（
見

直
し

）
平

成
2
0
年

1
2
月

1
日

（
見

直
し

）
平

成
2
5
年

2
月

8
日

（
見

直
し

）

（
文

部
科

学
省

）
「
科

学
技

術
・
学

術
審

議
会

生
命

倫
理

・
安

全
部

会
ラ

イ
フ

サ
イ

エ
ン

ス
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 研
究

に
お

け
る

ヒ
ト

遺
伝

情
報

の
取

扱
い

等
に

関
す

る
小

委
員

会
」

（
厚

生
労

働
省

）
「
厚

生
科

学
審

議
会

科
学

技
術

部
会

医
学

研
究

に
お

け
る

個
人

情
報

の
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 取
扱

い
の

在
り

方
に

関
す

る
専

門
委

員
会

」
（
経

済
産

業
省

）
「
産

業
構

造
審

議
会

化
学

バ
イ

オ
部

会
個

人
遺

伝
情

報
保

護
小

委
員

会
」

○
国

民
生

活
審

議
会

個
人

情
報

保
護

部
会

へ
の

報
告

（
平

成
1
6
年

9
月

1
3
日

）

＜
平

成
2
5
年

見
直

し
時

＞
（
文

部
科

学
省

）
「
科

学
技

術
・
学

術
審

議
会

生
命

倫
理

・
安

全
部

会
ヒ

ト
ゲ

ノ
ム

・
遺

伝
子

　
　

　
　

　
　

　
　

　
解

析
研

究
に

関
す

る
倫

理
指

針
の

見
直

し
に

関
す

る
専

門
委

員
会

」
（
厚

生
労

働
省

）
「
厚

生
科

学
審

議
会

科
学

技
術

部
会

ヒ
ト

ゲ
ノ

ム
・
遺

伝
子

解
析

研
究

　
　

　
　

　
　

　
　

　
倫

理
指

針
に

関
す

る
専

門
委

員
会

」
（
経

済
産

業
省

）
「
産

業
構

造
審

議
会

化
学

バ
イ

オ
部

会
個

人
遺

伝
情

報
保

護
小

委
員

会
」

○
パ

ブ
リ

ッ
ク

コ
メ

ン
ト

　
 平

成
1
6
年

1
0
月

2
2
日

～
1
1
月

1
9
日

  
 平

成
2
4
年

2
月

3
日

～
3
月

3
日

（
見

直
し

時
）

○
共

通
化

の
対

象
と

な
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

に
該

当
し

な
い

。
・
個

人
情

報
保

護
法

の
定

め
る

法
的

義
務

の
適

用
が

除
外

さ
れ

る
活

動
（
個

人
情

報
保

護
法

第
5
0
条

第
1
項

第
3
号

参
照

）
を

も
対

象
と

す
る

倫
理

等
の

指
針

で
あ

る
か

ら
。

一
般

厚
生

労
働

省

医
療

第
１

章
　

国
の

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
施

行
状

況

１
－

１
　

事
業

分
野

ご
と

の
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
の

策
定

・
見

直
し

の
状

況

※
塗

り
つ

ぶ
し

　
⇒

平
成

2
5
年

度
中

に
新

た
に

策
定

し
た

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

　
 下

線
　

　
　

  
 ⇒

平
成

2
5
年

度
中

に
見

直
し

を
行

っ
た

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

分
野
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所
管

府
省

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

の
名

称
策

定
・
見

直
し

時
期

検
討

の
経

過
共

通
化

に
向

け
た

取
組

分
野

遺
伝

子
治

療
臨

床
研

究
に

関
す

る
指

針
（
告

示
）

平
成

1
6
年

1
2
月

2
8
日

平
成

2
0
年

1
2
月

1
日

（
見

直
し

）

（
文

部
科

学
省

）
「
科

学
技

術
・
学

術
審

議
会

生
命

倫
理

・
安

全
部

会
ラ

イ
フ

サ
イ

エ
ン

ス
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 研
究

に
お

け
る

ヒ
ト

遺
伝

情
報

の
取

扱
い

等
に

関
す

る
小

委
員

会
」

（
厚

生
労

働
省

）
「
厚

生
科

学
審

議
会

科
学

技
術

部
会

医
学

研
究

に
お

け
る

個
人

情
報

の
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 取
扱

い
の

在
り

方
に

関
す

る
専

門
委

員
会

」
○

パ
ブ

リ
ッ

ク
コ

メ
ン

ト
  
  
平

成
1
6
年

1
0
月

2
9
日

～
1
1
月

1
9
日

○
共

通
化

の
対

象
と

な
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

に
該

当
し

な
い

。
・
個

人
情

報
保

護
法

の
定

め
る

法
的

義
務

の
適

用
が

除
外

さ
れ

る
活

動
（
個

人
情

報
保

護
法

第
5
0
条

第
1
項

第
3
号

参
照

）
を

も
対

象
と

す
る

倫
理

等
の

指
針

で
あ

る
か

ら
。

疫
学

研
究

に
関

す
る

倫
理

指
針

（
告

示
）

平
成

1
6
年

1
2
月

2
8
日

平
成

1
7
年

6
月

2
9
日

（
見

直
し

）
平

成
1
9
年

8
月

1
6
日

（
見

直
し

）
平

成
2
0
年

1
2
月

1
日

（
見

直
し

）
平

成
2
5
年

4
月

1
日

（
見

直
し

）

（
文

部
科

学
省

）
「
科

学
技

術
・
学

術
審

議
会

生
命

倫
理

・
安

全
部

会
ラ

イ
フ

サ
イ

エ
ン

ス
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 研
究

に
お

け
る

ヒ
ト

遺
伝

情
報

の
取

扱
い

等
に

関
す

る
小

委
員

会
」

（
厚

生
労

働
省

）
「
厚

生
科

学
審

議
会

科
学

技
術

部
会

医
学

研
究

に
お

け
る

個
人

情
報

の
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 取
扱

い
の

在
り

方
に

関
す

る
専

門
委

員
会

」
＜

平
成

1
9
年

見
直

し
時

＞
（
文

部
科

学
省

）
「
科

学
技

術
・
学

術
審

議
会

生
命

倫
理

・
安

全
部

会
疫

学
指

針
の

見
直

し
に

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

関
す

る
研

究
専

門
委

員
会

」
（
厚

生
労

働
省

）
「
厚

生
科

学
審

議
会

科
学

技
術

部
会

疫
学

研
究

指
針

の
見

直
し

に
関

す
る

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

専
門

委
員

会
」

○
パ

ブ
リ

ッ
ク

コ
メ

ン
ト

  
  
平

成
1
6
年

1
0
月

2
9
日

～
1
1
月

1
9
日

  
  
平

成
1
9
年

5
月

1
6
日

～
6
月

1
5
日

（
見

直
し

時
）

○
共

通
化

の
対

象
と

な
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

に
該

当
し

な
い

。
・
個

人
情

報
保

護
法

の
定

め
る

法
的

義
務

の
適

用
が

除
外

さ
れ

る
活

動
（
個

人
情

報
保

護
法

第
5
0
条

第
1
項

第
3
号

参
照

）
を

も
対

象
と

す
る

倫
理

等
の

指
針

で
あ

る
か

ら
。

臨
床

研
究

に
関

す
る

倫
理

指
針

（
告

示
）

平
成

1
5
年

７
月

3
0
日

平
成

1
6
年

1
2
月

2
8
日

（
見

直
し

）
平

成
2
0
年

７
月

3
1
日

（
見

直
し

）

○
「
厚

生
科

学
審

議
会

科
学

技
術

部
会

医
学

研
究

に
お

け
る

個
人

情
報

の
取

扱
い

の
在

り
方

に
関

す
る

専
門

委
員

会
」

○
パ

ブ
リ

ッ
ク

コ
メ

ン
ト

　
　

平
成

1
6
年

1
0
月

2
9
日

～
1
1
月

1
9
日

　
　

平
成

2
0
年

５
月

3
0
日

～
６

月
3
0
日

○
共

通
化

の
対

象
と

な
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

に
該

当
し

な
い

。
・
個

人
情

報
保

護
法

の
定

め
る

法
的

義
務

の
適

用
が

除
外

さ
れ

る
活

動
（
個

人
情

報
保

護
法

第
5
0
条

第
1
項

第
3
号

参
照

）
を

も
対

象
と

す
る

倫
理

等
の

指
針

で
あ

る
か

ら
。

ヒ
ト

幹
細

胞
を

用
い

る
臨

床
研

究
に

関
す

る
指

針
（
告

示
）

平
成

1
8
年

７
月

３
日

平
成

2
2
年

1
1
月

１
日

（
見

直
し

）
平

成
2
5
年

1
0
月

１
日

（
見

直
し

）

○
「
厚

生
科

学
審

議
会

科
学

技
術

部
会

ヒ
ト

幹
細

胞
を

用
い

た
臨

床
研

究
の

在
り

方
に

関
す

る
専

門
委

員
会

」
○

パ
ブ

リ
ッ

ク
コ

メ
ン

ト
 　

平
成

1
8
年

３
月

９
日

～
４

月
７

日
　

 平
成

2
2
年

４
月

3
0
日

～
６

月
４

日
　

 平
成

2
5
年

４
月

1
8
日

～
５

月
1
7
日

○
共

通
化

の
対

象
と

な
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

に
該

当
し

な
い

。
・
個

人
情

報
保

護
法

の
定

め
る

法
的

義
務

の
適

用
が

除
外

さ
れ

る
活

動
（
個

人
情

報
保

護
法

第
5
0
条

第
1
項

第
3
号

参
照

）
を

も
対

象
と

す
る

倫
理

等
の

指
針

で
あ

る
か

ら
。

金
融

分
野

に
お

け
る

個
人

情
報

保
護

に
関

す
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

（
告

示
）

平
成

1
6
年

1
2
月

6
日

平
成

2
0
年

2
月

2
6
日

(見
直

し
)

平
成

2
1
年

1
1
月

2
0
日

（
見

直
し

）
平

成
2
5
年

3
月

1
9
日

(見
直

し
)

○
「
金

融
審

議
会

金
融

分
科

会
特

別
部

会
」

○
国

民
生

活
審

議
会

個
人

情
報

保
護

部
会

へ
の

報
告

（
平

成
1
6
年

9
月

1
3
日

）
○

パ
ブ

リ
ッ

ク
コ

メ
ン

ト
　

 平
成

1
6
年

1
0
月

1
日

～
1
0
月

2
9
日

　
 平

成
2
1
年

7
月

1
0
日

～
8
月

1
0
日

(見
直

し
時

）

○
対

応
完

了
・
パ

ブ
リ

ッ
ク

コ
メ

ン
ト

（
平

成
2
1
年

7
月

1
0

日
～

8
月

1
0
日

）
・
改

正
（
平

成
2
1
年

1
1
月

2
0
日

金
融

庁
告

示
第

6
3
号

）

金
融

分
野

に
お

け
る

個
人

情
報

保
護

に
関

す
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

の
安

全
管

理
措

置
等

に
つ

い
て

の
実

務
指

針
（
告

示
）

平
成

1
7
年

1
月

6
日

○
「
金

融
審

議
会

金
融

分
科

会
特

別
部

会
」

○
国

民
生

活
審

議
会

個
人

情
報

保
護

部
会

へ
の

報
告

（
平

成
1
6
年

9
月

1
3
日

）
○

パ
ブ

リ
ッ

ク
コ

メ
ン

ト
 　

平
成

1
6
年

1
1
月

1
9
日

～
1
2
月

3
日

○
共

通
化

の
対

象
と

な
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

に
該

当
し

な
い

。
・
「
金

融
分

野
に

お
け

る
個

人
情

報
保

護
に

関
す

る
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」
を

補
足

す
る

も
の

で
あ

り
、

個
人

情
報

保
護

法
を

直
接

の
根

拠
と

し
な

い
た

め
。

信
用

経
済

産
業

省
経

済
産

業
分

野
の

う
ち

信
用

分
野

に
お

け
る

個
人

情
報

保
護

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

（
告

示
）

平
成

1
6
年

1
2
月

1
7
日

平
成

1
8
年

1
0
月

1
6
日

(見
直

し
)

平
成

2
1
年

1
0
月

9
日

（
見

直
し

）

○
「
産

業
構

造
審

議
会

割
賦

販
売

分
科

会
個

人
信

用
情

報
小

委
員

会
」

○
国

民
生

活
審

議
会

個
人

情
報

保
護

部
会

へ
の

報
告

（
平

成
1
6
年

9
月

1
3
日

）
○

パ
ブ

リ
ッ

ク
コ

メ
ン

ト
  
  
平

成
1
6
年

1
0
月

1
日

～
1
0
月

2
9
日

　
  
平

成
1
8
年

9
月

7
日

～
1
0
月

6
日

（
見

直
し

時
）

○
対

応
完

了
・
改

正
（
平

成
2
1
年

1
0
月

9
日

経
済

産
業

省
告

示
第

3
0
1
号

）

金
融

・
信

用

金
融

金
融

庁

医
療

厚
生

労
働

省

文
部

科
学

省
厚

生
労

働
省

研
究
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所
管

府
省

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

の
名

称
策

定
・
見

直
し

時
期

検
討

の
経

過
共

通
化

に
向

け
た

取
組

分
野

放
送

総
務

省
放

送
受

信
者

等
の

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
指

針
（
告

示
）

平
成

1
6
年

8
月

3
1
日

平
成

1
9
年

3
月

2
8
日

（
見

直
し

）
平

成
2
1
年

9
月

1
6
日

（
見

直
し

）
平

成
2
3
年

6
月

2
9
日

（
見

直
し

）

○
「
放

送
分

野
に

お
け

る
個

人
情

報
保

護
及

び
ＩＴ

時
代

の
衛

星
放

送
に

関
す

る
検

討
会

」
○

国
民

生
活

審
議

会
個

人
情

報
保

護
部

会
へ

の
報

告
（
平

成
1
6
年

7
月

2
3
日

）
○

「
衛

星
放

送
の

将
来

像
に

関
す

る
研

究
会

」
○

パ
ブ

リ
ッ

ク
コ

メ
ン

ト
　

 平
成

1
6
年

7
月

2
日

～
7
月

3
0
日

 　
平

成
1
8
年

7
月

2
1
日

～
8
月

3
1
日

　
 平

成
1
9
年

2
月

6
日

～
3
月

7
日

(見
直

し
時

）
　

 平
成

2
1
年

7
月

8
日

～
8
月

6
日

(見
直

し
時

）

○
対

応
完

了
・
パ

ブ
リ

ッ
ク

コ
メ

ン
ト

（
平

成
2
1
年

7
月

8
日

～
8
月

6
日

）
・
改

正
（
平

成
2
1
年

9
月

1
6
日

総
務

省
告

示
第

4
4
8
号

）

郵
便

総
務

省
郵

便
事

業
分

野
に

お
け

る
個

人
情

報
保

護
に

関
す

る
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
（
告

示
）

平
成

2
0
年

3
月

2
5
日

平
成

2
4
年

1
0
月

1
日

（
見

直
し

）

○
「
郵

便
事

業
分

野
に

お
け

る
個

人
情

報
保

護
に

関
す

る
研

究
会

」
○

パ
ブ

リ
ッ

ク
コ

メ
ン

ト
  
  
平

成
2
0
年

1
月

1
9
日

～
2
月

1
8
日

○
対

応
完

了
・
策

定
時

か
ら

内
容

を
備

え
て

い
る

。

信
書

便
総

務
省

信
書

便
事

業
分

野
に

お
け

る
個

人
情

報
保

護
に

関
す

る
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
（
告

示
）

平
成

2
0
年

3
月

2
5
日

○
「
信

書
便

事
業

分
野

に
お

け
る

個
人

情
報

保
護

に
関

す
る

研
究

会
」

○
パ

ブ
リ

ッ
ク

コ
メ

ン
ト

 　
平

成
2
0
年

1
月

1
9
日

～
2
月

1
8
日

○
対

応
完

了
・
策

定
時

か
ら

内
容

を
備

え
て

い
る

。

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
に

つ
い

て
の

経
済

産
業

分
野

を
対

象
と

す
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

（
告

示
）

平
成

1
6
年

1
0
月

2
2
日

平
成

1
9
年

3
月

3
0
日

(見
直

し
)

平
成

2
0
年

2
月

2
9
日

（
見

直
し

）
平

成
2
1
年

1
0
月

9
日

（
見

直
し

）

○
「
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
検

討
委

員
会

」
○

国
民

生
活

審
議

会
個

人
情

報
保

護
部

会
へ

の
報

告
（
平

成
1
6
年

7
月

2
3
日

）
○

パ
ブ

リ
ッ

ク
コ

メ
ン

ト
 　

平
成

1
6
年

6
月

1
5
日

～
7
月

1
4
日

 　
平

成
1
8
年

1
2
月

1
4
日

～
平

成
1
9
年

1
月

3
1
日

（
見

直
し

時
）

 　
平

成
1
9
年

1
2
月

1
8
日

～
平

成
2
0
年

１
月

1
7
日

（
見

直
し

時
）

 　
平

成
2
1
年

6
月

3
0
日

～
平

成
2
1
年

7
月

2
9
日

（
見

直
し

時
）

○
対

応
完

了
・
パ

ブ
リ

ッ
ク

コ
メ

ン
ト

（
平

成
2
1
年

6
月

3
0

日
～

平
成

2
1
年

7
月

2
9
日

）
・
改

正
（
平

成
2
1
年

1
0
月

9
日

厚
生

労
働

省
・
経

済
産

業
省

告
示

第
2
号

）

経
済

産
業

分
野

の
う

ち
個

人
遺

伝
情

報
を

用
い

た
事

業
分

野
に

お
け

る
個

人
情

報
保

護
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
（
告

示
）

平
成

1
6
年

1
2
月

1
7
日

○
パ

ブ
リ

ッ
ク

コ
メ

ン
ト

 　
平

成
1
6
年

1
0
月

2
5
日

～
1
1
月

1
9
日

○
平

成
2
5
年

度
に

見
直

し
を

実
施

（
平

成
2
4
年

度
中

に
関

係
企

業
向

け
ア

ン
ケ

ー
ト

調
査

を
実

施
し

た
。

そ
の

結
果

を
踏

ま
え

、
平

成
2
6
年

度
以

降
に

見
直

し
を

実
施

予
定

）

医
療

情
報

を
受

託
管

理
す

る
情

報
処

理
事

業
者

に
お

け
る

安
全

管
理

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

(告
示

)
平

成
2
0
年

7
月

2
4
日

平
成

2
4
年

1
0
月

1
5
日

（
見

直
し

）

○
「
パ

ー
ソ

ナ
ル

情
報

研
究

会
」

○
パ

ブ
リ

ッ
ク

コ
メ

ン
ト

 　
平

成
2
0
年

2
月

2
0
日

～
平

成
2
0
年

3
月

1
9
日

　
 平

成
2
4
年

2
月

2
3
日

～
平

成
2
4
年

3
月

2
3
日

（
見

直
し

時
）

○
共

通
化

の
対

象
と

な
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

に
該

当
し

な
い

・
「
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

に
つ

い
て

の
経

済
産

業
分

野
を

対
象

と
す

る
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」
を

補
足

す
る

位
置

付
け

で
あ

り
、

個
人

情
報

保
護

法
を

直
接

の
根

拠
と

す
る

も
の

で
は

な
い

情
報

通
信

平
成

1
6
年

8
月

3
1
日

平
成

1
7
年

1
0
月

1
7
日

（
見

直
し

）
平

成
2
1
年

1
2
月

1
日

（
見

直
し

）
平

成
2
2
年

7
月

2
9
日

（
見

直
し

）
平

成
2
3
年

1
1
月

2
日

（
見

直
し

）
平

成
2
5
年

9
月

9
日

（
見

直
し

）

電
気

通
信

総
務

省
電

気
通

信
事

業
に

お
け

る
個

人
情

報
保

護
に

関
す

る
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
（
告

示
）

○
対

応
完

了
・
パ

ブ
リ

ッ
ク

コ
メ

ン
ト

（
平

成
2
1
年

9
月

3
日

～
1
0
月

5
日

）
・
改

正
（
平

成
2
1
年

1
2
月

1
日

総
務

省
告

示
第

5
4
3
号

）

経
済

産
業

経
済

産
業

省

○
「
電

気
通

信
事

業
分

野
に

お
け

る
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
情

報
に

関
す

る
懇

談
会

」
○

国
民

生
活

審
議

会
個

人
情

報
保

護
部

会
へ

の
報

告
（
平

成
1
6
年

7
月

2
3
日

）
○

「
利

用
者

視
点

を
踏

ま
え

た
IC

T
サ

ー
ビ

ス
に

係
る

諸
問

題
に

関
す

る
研

究
会

」
○

「
緊

急
時

等
に

お
け

る
位

置
情

報
の

取
扱

い
に

関
す

る
検

討
会

」
○

パ
ブ

リ
ッ

ク
コ

メ
ン

ト
 　

平
成

1
6
年

6
月

2
8
日

～
7
月

2
7
日

 　
平

成
1
7
年

8
月

8
日

～
平

成
1
7
年

9
月

8
日

（
見

直
し

時
）

 　
平

成
2
1
年

9
月

3
日

～
平

成
2
1
年

1
0
月

5
日

（
見

直
し

時
）

　
 平

成
2
2
年

5
月

2
7
日

～
平

成
2
2
年

6
月

2
8
日

（
見

直
し

時
）

　
 平

成
2
3
年

8
月

2
日

～
平

成
2
3
年

8
月

3
1
日

（
見

直
し

時
）

　
 平

成
2
5
年

7
月

9
日

～
平

成
2
5
年

8
月

7
日

（
見

直
し

時
）
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所
管

府
省

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

の
名

称
策

定
・
見

直
し

時
期

検
討

の
経

過
共

通
化

に
向

け
た

取
組

分
野

雇
用

管
理

分
野

に
お

け
る

個
人

情
報

保
護

に
関

す
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

（
告

示
）

平
成

1
6
年

7
月

1
日

平
成

2
4
年

5
月

1
4
日

（
見

直
し

）

○
国

民
生

活
審

議
会

個
人

情
報

保
護

部
会

へ
の

報
告

（
平

成
1
6
年

7
月

2
3
日

）
○

パ
ブ

リ
ッ

ク
コ

メ
ン

ト
 　

平
成

1
6
年

6
月

1
5
日

～
6
月

2
9
日

　
 平

成
2
4
年

3
月

1
3
日

～
4
月

1
2
日

（
見

直
し

時
）

○
対

応
完

了
・
パ

ブ
リ

ッ
ク

コ
メ

ン
ト

（
平

成
2
4
年

3
月

1
3

日
～

4
月

1
2
日

）
・
改

正
（
平

成
2
4
年

5
月

1
4
日

厚
生

労
働

省
告

示
第

3
5
7
号

）

雇
用

管
理

に
関

す
る

個
人

情
報

の
う

ち
健

康
情

報
を

取
り

扱
う

に
当

た
っ

て
の

留
意

事
項

に
つ

い
て

（
局

長
通

達
）

平
成

1
6
年

1
0
月

2
9
日

平
成

2
4
年

6
月

1
1
日

（
見

直
し

）

○
「
労

働
者

の
健

康
情

報
の

保
護

に
関

す
る

検
討

会
」

○
国

民
生

活
審

議
会

個
人

情
報

保
護

部
会

へ
の

報
告

（
平

成
1
6
年

1
0
月

2
5
日

）
○

パ
ブ

リ
ッ

ク
コ

メ
ン

ト
 　

平
成

1
6
年

1
0
月

1
5
日

～
1
0
月

2
8
日

○
改

正
（
平

成
2
4
年

6
月

1
1
日

厚
生

労
働

省
局

長
通

達
）

○
共

通
化

の
対

象
と

な
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

に
該

当
し

な
い

。
・
「
雇

用
管

理
に

関
す

る
個

人
情

報
の

適
正

な
取

扱
い

を
確

保
す

る
た

め
に

事
業

者
が

講
ず

べ
き

措
置

に
関

す
る

指
針

」
を

補
足

す
る

位
置

付
け

で
あ

り
、

個
人

情
報

保
護

法
を

直
接

の
根

拠
と

す
る

も
の

で
は

な
い

。

船
員

国
土

交
通

省
船

員
の

雇
用

管
理

分
野

に
お

け
る

個
人

情
報

保
護

に
関

す
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

（
告

示
）

平
成

1
6
年

9
月

2
9
日

平
成

2
5
年

3
月

2
9
日

（
見

直
し

）

○
パ

ブ
リ

ッ
ク

コ
メ

ン
ト

 　
平

成
1
6
年

8
月

1
0
日

～
8
月

2
3
日

　
 平

成
2
4
年

5
月

2
3
日

～
6
月

2
1
日

（
見

直
し

時
）

○
対

応
完

了
・
パ

ブ
リ

ッ
ク

コ
メ

ン
ト

（
平

成
2
4
年

5
月

2
3

日
～

6
月

2
1
日

）
・
改

正
（
平

成
2
5
年

3
月

2
9
日

国
土

交
通

省
告

示
第

2
9
2
号

）

国
家

公
安

委
員

会
国

家
公

安
委

員
会

が
所

管
す

る
事

業
分

野
に

お
け

る
個

人
情

報
保

護
に

関
す

る
指

針
（
告

示
）

平
成

2
2
年

2
月

5
日

平
成

2
4
年

6
月

1
8
日

（
見

直
し

）
○

パ
ブ

リ
ッ

ク
コ

メ
ン

ト
 　

平
成

2
1
年

1
1
月

2
0
日

～
1
2
月

2
1
日

○
対

応
完

了
・
パ

ブ
リ

ッ
ク

コ
メ

ン
ト

(平
成

2
1
年

1
1
月

2
0
日

～
1
2
月

2
1
日

）
・
策

定
（
平

成
2
2
年

2
月

5
日

国
家

公
安

委
員

会
告

示
第

5
号

）

法
務

省
所

管
事

業
分

野
に

お
け

る
個

人
情

報
保

護
に

関
す

る
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
（
告

示
）

平
成

1
6
年

1
0
月

2
9
日

平
成

2
1
年

9
月

3
0
日

（
見

直
し

）

○
国

民
生

活
審

議
会

個
人

情
報

保
護

部
会

へ
の

報
告

（
平

成
1
6
年

1
0
月

2
5
日

）
○

パ
ブ

リ
ッ

ク
コ

メ
ン

ト
 　

平
成

1
6
年

9
月

2
9
日

～
1
0
月

2
0
日

  
 平

成
2
1
年

7
月

2
4
日

～
8
月

2
4
日

○
改

正
（
平

成
2
1
年

9
月

3
0
日

法
務

省
告

示
）

○
対

応
完

了
・
パ

ブ
リ

ッ
ク

コ
メ

ン
ト

（
平

成
2
1
年

7
月

2
4

日
～

8
月

2
4
日

）
・
改

正
（
平

成
2
1
年

9
月

3
0
日

法
務

省
告

示
第

4
5
3
号

）

債
権

管
理

回
収

業
分

野
に

お
け

る
個

人
情

報
保

護
に

関
す

る
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
（
告

示
）

平
成

1
6
年

1
2
月

1
6
日

平
成

1
8
年

1
月

1
1
日

（
見

直
し

）
平

成
2
2
年

3
月

1
5
日

（
見

直
し

）

○
パ

ブ
リ

ッ
ク

コ
メ

ン
ト

 　
平

成
1
6
年

1
1
月

9
日

～
1
1
月

3
0
日

  
 平

成
2
1
年

1
2
月

2
4
日

～
平

成
2
2
年

1
月

2
8
日

○
部

内
に

お
い

て
検

討
（
見

直
し

時
）

○
改

正
（
平

成
2
2
年

3
月

1
5
日

法
務

省
告

示
）

○
対

応
完

了
・
パ

ブ
リ

ッ
ク

コ
メ

ン
ト

（
平

成
2
1
年

1
2
月

2
4
日

～
平

成
2
2
年

1
月

2
8
日

）
・
改

正
（
平

成
2
2
年

3
月

1
5
日

法
務

省
告

示
第

1
2
6
号

）

外
務

省
外

務
省

所
管

事
業

分
野

に
お

け
る

個
人

情
報

保
護

に
関

す
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

（
告

示
）

平
成

2
4
年

4
月

2
日

○
パ

ブ
リ

ッ
ク

コ
メ

ン
ト

 　
 平

成
2
4
年

2
月

1
7
日

～
3
月

1
7
日

○
対

応
完

了
・
パ

ブ
リ

ッ
ク

コ
メ

ン
ト

（
平

成
2
4
年

2
月

1
7

日
～

3
月

1
7
日

）
・
策

定
（
平

成
2
4
年

4
月

2
日

外
務

省
告

示
第

1
1
2
号

）

財
務

省
財

務
省

所
管

分
野

に
お

け
る

個
人

情
報

保
護

に
関

す
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

（
告

示
）

平
成

1
6
年

1
1
月

2
5
日

平
成

2
2
年

3
月

1
9
日

（
見

直
し

）

○
国

民
生

活
審

議
会

個
人

情
報

保
護

部
会

へ
の

報
告

（
平

成
1
6
年

9
月

1
3
日

）
○

パ
ブ

リ
ッ

ク
コ

メ
ン

ト
 　

平
成

1
6
年

9
月

3
0
日

～
1
0
月

2
9
日

 　
平

成
2
2
年

1
月

1
2
日

～
2
月

1
1
日

（
見

直
し

時
）

○
対

応
完

了
・
パ

ブ
リ

ッ
ク

コ
メ

ン
ト

（
平

成
2
2
年

1
月

1
2

日
～

2
月

1
1
日

）
・
改

正
（
平

成
2
2
年

3
月

1
9
日

財
務

省
告

示
第

9
1
号

）

厚
生

労
働

省

警
察

法
務

財
務

雇
用

管
理

一
般

外
務

法
務

省
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所
管

府
省

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

の
名

称
策

定
・
見

直
し

時
期

検
討

の
経

過
共

通
化

に
向

け
た

取
組

分
野

文
部

科
学

省
文

部
科

学
省

所
管

事
業

分
野

に
お

け
る

個
人

情
報

保
護

に
関

す
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

（
告

示
）

平
成

2
4
年

3
月

2
9
日

○
パ

ブ
リ

ッ
ク

コ
メ

ン
ト

 　
平

成
2
4
年

2
月

8
日

～
3
月

8
日

○
対

応
完

了
・
パ

ブ
リ

ッ
ク

コ
メ

ン
ト

（
平

成
2
4
年

2
月

8
日

～
3
月

8
日

）
・
策

定
（
平

成
2
4
年

3
月

2
9
日

文
部

科
学

省
告

示
第

6
2
号

）

厚
生

労
働

省
福

祉
分

野
に

お
け

る
個

人
情

報
保

護
に

関
す

る
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
（
告

示
）

平
成

2
5
年

3
月

2
9
日

○
パ

ブ
リ

ッ
ク

コ
メ

ン
ト

　
 平

成
2
5
年

1
月

2
3
日

～
2
月

2
2
日

  
 平

成
2
5
年

3
月

8
日

～
3
月

1
4
日

○
対

応
完

了
・
パ

ブ
リ

ッ
ク

コ
メ

ン
ト

（
平

成
2
5
年

1
月

2
3

日
～

2
月

2
2
日

、
平

成
2
5
年

3
月

8
日

～
3

月
1
4
日

）
・
策

定
（
平

成
2
5
年

3
月

2
9
日

厚
生

労
働

省
告

示
第

8
5
号

）

一
般

厚
生

労
働

省

職
業

紹
介

事
業

者
、

労
働

者
の

募
集

を
行

う
者

、
募

集
受

託
者

、
労

働
者

供
給

事
業

者
等

が
均

等
待

遇
、

労
働

条
件

等
の

明
示

、
求

職
者

等
の

個
人

情
報

の
取

扱
い

、
職

業
紹

介
事

業
者

の
責

務
、

募
集

内
容

の
的

確
な

表
示

等
に

関
し

て
適

切
に

対
処

す
る

た
め

の
指

針
（
告

示
）

平
成

1
6
年

1
1
月

4
日

平
成

2
4
年

9
月

1
0
日

（
見

直
し

）

○
「
労

働
政

策
審

議
会

労
働

力
需

給
制

度
部

会
」

○
国

民
生

活
審

議
会

個
人

情
報

保
護

部
会

へ
の

報
告

（
平

成
1
6
年

1
0
月

2
5
日

）
○

パ
ブ

リ
ッ

ク
コ

メ
ン

ト
 　

平
成

1
6
年

1
0
月

1
日

～
1
0
月

2
2
日

○
対

応
完

了
・
改

正
（
平

成
2
4
年

9
月

1
0
日

厚
生

労
働

省
告

示
第

5
0
6
号

）

船
員

国
土

交
通

省
無

料
船

員
職

業
紹

介
事

業
者

、
船

員
の

募
集

を
行

う
者

及
び

無
料

船
員

労
務

供
給

事
業

者
が

均
等

待
遇

、
労

働
条

件
等

の
明

示
、

求
職

者
等

の
個

人
情

報
の

取
扱

い
、

募
集

内
容

の
的

確
な

表
示

に
関

し
て

適
切

に
対

処
す

る
た

め
の

指
針

（
告

示
）

平
成

1
7
年

2
月

2
8
日

平
成

2
5
年

1
2
月

1
2
日

（
見

直
し

）

○
船

員
中

央
労

働
委

員
会

へ
の

諮
問

（
平

成
1
6
年

9
月

1
7
日

）
答

申
（
平

成
1
6
年

1
0
月

1
5
日

）
○

パ
ブ

リ
ッ

ク
コ

メ
ン

ト
　

平
成

2
5
年

9
月

3
0
日

～
1
0
月

2
9
日

（
見

直
し

時
）

○
対

応
完

了
・
パ

ブ
リ

ッ
ク

コ
メ

ン
ト

（
平

成
2
5
年

9
月

3
0

日
～

1
0
月

2
9
日

）
・
改

正
（
平

成
2
5
年

1
2
月

1
2
日

国
土

交
通

省
告

示
第

1
1
9
9
号

）

一
般

厚
生

労
働

省
派

遣
元

事
業

主
が

講
ず

べ
き

措
置

に
関

す
る

指
針

（
告

示
）

平
成

1
6
年

1
1
月

4
日

平
成

2
4
年

8
月

1
0
日

（
見

直
し

）

○
「
労

働
政

策
審

議
会

労
働

力
需

給
制

度
部

会
」

○
国

民
生

活
審

議
会

個
人

情
報

保
護

部
会

へ
の

報
告

（
平

成
1
6
年

1
0
月

2
5
日

）
○

パ
ブ

リ
ッ

ク
コ

メ
ン

ト
 　

平
成

1
6
年

1
0
月

1
日

～
1
0
月

2
2
日

　
 平

成
2
4
年

6
月

2
8
日

～
7
月

2
7
日

（
見

直
し

時
）

○
対

応
完

了
・
パ

ブ
リ

ッ
ク

コ
メ

ン
ト

（
平

成
2
4
年

6
月

2
8

日
～

7
月

2
7
日

）
・
改

正
（
平

成
2
4
年

8
月

1
0
日

厚
生

労
働

省
告

示
第

4
7
4
号

）

船
員

国
土

交
通

省
船

員
派

遣
元

事
業

主
が

講
ず

べ
き

措
置

に
関

す
る

指
針

（
告

示
）

平
成

1
7
年

2
月

2
8
日

平
成

2
5
年

1
2
月

1
2
日

（
見

直
し

）

○
船

員
中

央
労

働
委

員
会

へ
の

諮
問

（
平

成
1
6
年

9
月

1
7
日

）
答

申
（
平

成
1
6
年

1
0
月

1
5
日

）
○

パ
ブ

リ
ッ

ク
コ

メ
ン

ト
　

平
成

2
5
年

9
月

3
0
日

～
1
0
月

2
9
日

（
見

直
し

時
）

○
対

応
完

了
・
パ

ブ
リ

ッ
ク

コ
メ

ン
ト

（
平

成
2
5
年

9
月

3
0

日
～

1
0
月

2
9
日

）
・
改

正
（
平

成
2
5
年

1
2
月

1
2
日

国
土

交
通

省
告

示
第

1
2
0
0
号

）

厚
生

労
働

省
労

働
組

合
が

講
ず

べ
き

個
人

情
報

保
護

措
置

に
関

す
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

（
告

示
）

平
成

1
7
年

3
月

2
5
日

平
成

2
4
年

8
月

2
3
日

（
見

直
し

）

○
パ

ブ
リ

ッ
ク

コ
メ

ン
ト

 　
平

成
1
7
年

3
月

1
日

～
3
月

1
4
日

　
 平

成
2
4
年

5
月

1
1
日

～
6
月

1
1
日

（
見

直
し

時
）

○
対

応
完

了
・
パ

ブ
リ

ッ
ク

コ
メ

ン
ト

（
平

成
2
4
年

5
月

1
1

日
～

6
月

1
1
日

）
・
改

正
（
平

成
2
4
年

8
月

2
3
日

厚
生

労
働

省
告

示
第

4
8
6
号

）

厚
生

労
働

省
企

業
年

金
等

に
関

す
る

個
人

情
報

の
取

扱
い

に
つ

い
て

（
局

長
通

達
）

平
成

1
6
年

1
0
月

1
日

○
局

内
に

お
い

て
検

討

○
平

成
2
6
年

度
以

降
に

見
直

し
を

実
施

（
社

会
保

障
・
税

番
号

制
度

の
導

入
（
番

号
法

等
）
に

対
応

す
る

際
に

、
告

示
化

等
の

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
。

）

農
林

水
産

省
農

林
水

産
分

野
に

お
け

る
個

人
情

報
保

護
に

関
す

る
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
（
告

示
）

平
成

2
1
年

7
月

1
0
日

○
パ

ブ
リ

ッ
ク

コ
メ

ン
ト

 　
平

成
2
1
年

1
月

2
7
日

～
2
月

2
5
日

○
対

応
完

了
・
パ

ブ
リ

ッ
ク

コ
メ

ン
ト

（
平

成
2
1
年

1
月

2
7

日
～

2
月

2
5
日

）
・
策

定
（
平

成
2
1
年

7
月

1
0
日

農
林

水
産

省
告

示
第

9
2
4
号

）

福
祉

企
業

年
金

職
業

紹
介

等 労
働

者
派

遣文
部

科
学

労
働

組
合

農
林

水
産
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所
管

府
省

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

の
名

称
策

定
・
見

直
し

時
期

検
討

の
経

過
共

通
化

に
向

け
た

取
組

分
野

国
土

交
通

省
国

土
交

通
省

所
管

分
野

に
お

け
る

個
人

情
報

保
護

に
関

す
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

（
告

示
）

平
成

1
6
年

1
2
月

2
日

平
成

2
4
年

3
月

3
0
日

（
見

直
し

）

○
パ

ブ
リ

ッ
ク

コ
メ

ン
ト

 　
平

成
1
6
年

9
月

2
1
日

～
1
0
月

2
0
日

　
 平

成
2
4
年

1
月

2
4
日

～
2
月

2
2
日

（
見

直
し

時
）

○
対

応
完

了
・
パ

ブ
リ

ッ
ク

コ
メ

ン
ト

（
平

成
2
4
年

1
月

2
4

日
～

2
月

2
2
日

）
・
改

正
（
平

成
2
4
年

3
月

3
0
日

国
土

交
通

省
告

示
第

3
6
3
号

）

環
境

省
環

境
省

所
管

事
業

分
野

に
お

け
る

個
人

情
報

保
護

に
関

す
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

(告
示

)
平

成
2
1
年

1
2
月

1
0
日

○
パ

ブ
リ

ッ
ク

コ
メ

ン
ト

 　
平

成
2
1
年

6
月

3
0
日

～
平

成
2
1
年

7
月

2
9
日

○
対

応
完

了
・
パ

ブ
リ

ッ
ク

コ
メ

ン
ト

（
平

成
2
1
年

6
月

3
0

日
～

7
月

2
9
日

）
・
策

定
（
平

成
2
1
年

1
2
月

1
0
日

環
境

省
告

示
第

8
1
号

）

防
衛

省
防

衛
省

関
係

事
業

者
が

取
り

扱
う

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
指

針
（
告

示
）

平
成

1
8
年

5
月

2
5
日

○
パ

ブ
リ

ッ
ク

コ
メ

ン
ト

 　
平

成
1
8
年

3
月

3
0
日

～
平

成
1
8
年

4
月

2
8
日

○
見

直
し

中
（
平

成
2
6
年

度
中

に
見

直
し

予
定

）

合
計

4
0
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン

所
管

省
庁

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

の
名

称
策

定
時

期
検

討
の

経
過

総
務

省
行

政
機

関
の

保
有

す
る

個
人

情
報

の
適

切
な

管
理

の
た

め
の

措
置

に
関

す
る

指
針

（
局

長
通

知
）

平
成

1
6
年

9
月

1
4
日

○
国

民
生

活
審

議
会

個
人

情
報

保
護

部
会

へ
の

報
告

（
平

成
1
6
年

1
0
月

2
5
日

）

総
務

省
独

立
行

政
法

人
等

の
保

有
す

る
個

人
情

報
の

適
切

な
管

理
の

た
め

の
措

置
に

関
す

る
指

針
（
局

長
通

知
）

平
成

1
6
年

9
月

1
4
日

○
国

民
生

活
審

議
会

個
人

情
報

保
護

部
会

へ
の

報
告

（
平

成
1
6
年

1
0
月

2
5
日

）

警
察

庁
警

察
共

済
組

合
が

講
じ

る
べ

き
個

人
情

報
保

護
の

た
め

の
措

置
に

関
す

る
要

領
（
官

房
長

通
達

）
平

成
2
2
年

2
月

1
7
日

平
成

2
4
年

6
月

1
4
日

（
見

直
し

）
○

部
内

に
お

い
て

検
討

総
務

省
地

方
公

務
員

共
済

組
合

の
組

合
員

等
に

関
す

る
個

人
情

報
の

適
正

な
取

扱
い

を
確

保
す

る
た

め
に

事
業

者
が

講
ず

べ
き

措
置

に
関

す
る

指
針

（
告

示
）

平
成

1
7
年

3
月

2
8
日

○
部

内
に

お
い

て
検

討

合
計

４
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン

地
方

公
務

員
共

済
組

合

分
野

環
境

合
計

４
分

野

行
政

機
関

独
立

行
政

法
人

国
土

交
通

警
察

共
済

組
合

１
－

２
　

そ
の

他
の

分
野

に
関

す
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

防
衛

合
計

2
7
分

野
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名
称

主
務

大
臣

行
使

し
た

権
限

権
限

行
使

の
年

月
日

権
限

行
使

の
契

機
関

連
条

文

※
該

当
な

し

計
０

件

２
　

主
務

大
臣

に
よ

る
権

限
の

行
使

の
状

況

（
注

）
　

平
成

2
5
年

4
月

1
日

か
ら

平
成

2
6
年

3
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
、

主
務

大
臣

等
が

行
っ

た
、

勧
告

（
法

第
3
4
条

第
1
項

）
、

命
令

（
法

第
3
4
条

第
2
項

）
及

び
緊

急
の

命
令

（
法

第
3
4
条

第
3
項

）
に

つ
い

て
記

載
。

　
　

　
　

な
お

、
上

記
以

外
に

、
各

府
省

に
お

い
て

、
報

告
の

徴
収

を
2
件

実
施

し
て

い
る

。
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３
　

認
定

個
人

情
報

保
護

団
体

の
認

定
の

状
況

※
塗

り
つ

ぶ
し

　
⇒

平
成

2
5
年

度
中

に
、

主
務

大
臣

に
よ

っ
て

新
た

に
認

定
さ

れ
た

団
体

。

平
成

2
6
年

3
月

3
1
日

現
在

対
象

事
業

等
分

野
所

管
府

省
名

称
苦

情
処

理
窓

口
の

電
話

番
号

所
在

地
認

定
年

月
日

対
象

事
業

者
数

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

の
名

称

警
備

業
国

家
公

安
委

員
会

一
般

社
団

法
人

　
全

国
警

備
業

協
会

0
3
-
3
3
4
2
-
5
8
2
1

東
京

都
新

宿
区

西
新

宿
1
-
9
-
1
8
永

和
ビ

ル
7
階

平
成

2
0
年

1
1
月

2
1
日

1
8
1

警
備

業
に

お
け

る
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

証
券

業
金

融
庁

日
本

証
券

業
協

会
0
3
-
3
6
6
7
-
8
4
2
7

東
京

都
中

央
区

日
本

橋
茅

場
町

1
-
5
-

8
平

成
1
7
年

4
月

1
日

4
6
7

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
指

針

保
険

業
金

融
庁

一
般

社
団

法
人

　
生

命
保

険
協

会
0
3
-
3
2
8
6
-
2
6
4
8

東
京

都
千

代
田

区
丸

の
内

3
-
4
-
1
新

国
際

ビ
ル

3
F

平
成

1
7
年

4
月

1
日

4
3

・
生

命
保

険
業

に
お

け
る

個
人

情
報

保
護

の
た

め
の

取
扱

指
針

・
生

命
保

険
業

に
お

け
る

個
人

情
報

保
護

の
た

め
の

安
全

管
理

措
置

等
に

つ
い

て
の

実
務

指
針

保
険

業
金

融
庁

一
般

社
団

法
人

　
日

本
損

害
保

険
協

会
0
3
-
3
2
5
5
-
1
4
7
0

東
京

都
千

代
田

区
神

田
淡

路
町

2
-
9

平
成

1
7
年

4
月

1
日

2
9

・
損

害
保

険
会

社
に

係
る

個
人

情
報

保
護

指
針

・
損

害
保

険
会

社
に

お
け

る
個

人
情

報
保

護
に

関
す

る
安

全
管

理
措

置
等

に
つ

い
て

の
実

務
指

針

保
険

業
金

融
庁

一
般

社
団

法
人

　
外

国
損

害
保

険
協

会
0
3
-
5
4
2
5
-
7
8
5
0

東
京

都
港

区
虎

ノ
門

3
-
2
0
-
4
虎

ノ
門

鈴
木

ビ
ル

7
階

平
成

1
8
年

1
1
月

3
0
日

2
1

・
損

害
保

険
会

社
に

係
る

個
人

情
報

保
護

指
針

・
損

害
保

険
会

社
に

お
け

る
個

人
情

報
保

護
に

関
す

る
安

全
管

理
措

置
等

に
つ

い
て

の
実

務
指

針

銀
行

業
金

融
庁

全
国

銀
行

個
人

情
報

保
護

協
議

会
0
3
-
5
2
2
2
-
1
7
0
0

東
京

都
千

代
田

区
丸

の
内

1
-
3
-
1

平
成

1
7
年

4
月

1
5
日

2
4
1

個
人

情
報

保
護

指
針

信
託

業
金

融
庁

一
般

社
団

法
人

　
信

託
協

会
0
1
2
0
-
8
1
7
3
3
5

東
京

都
千

代
田

区
大

手
町

2
-
6
-
2

平
成

1
7
年

4
月

1
5
日

5
2

個
人

情
報

の
保

護
と

利
用

に
関

す
る

指
針

投
資

信
託

委
託

業
金

融
庁

一
般

社
団

法
人

　
投

資
信

託
協

会
0
3
-
5
6
1
4
-
8
4
4
0

東
京

都
中

央
区

日
本

橋
兜

町
2
-
1
東

京
証

券
取

引
所

ビ
ル

6
階

平
成

1
7
年

7
月

1
日

1
3
3

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
指

針

証
券

投
資

顧
問

業
金

融
庁

一
般

社
団

法
人

　
日

本
投

資
顧

問
業

協
会

0
3
-
3
6
6
3
-
0
5
0
5

東
京

都
中

央
区

日
本

橋
茅

場
町

1
-
5
-

8
平

成
1
7
年

7
月

1
日

7
3
6

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
取

扱
指

針

貸
金

業
金

融
庁

日
本

貸
金

業
協

会
0
3
-
5
7
3
9
-
3
0
1
1

東
京

都
港

区
高

輪
三

丁
目

1
9
番

1
5
号

二
葉

高
輪

ビ
ル

2
F
・
3
F

平
成

2
2
年

3
月

3
1
日

1
,2

4
6

個
人

情
報

保
護

指
針

放
送

総
務

省
一

般
財

団
法

人
　

放
送

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

セ
ン

タ
ー

0
3
-
5
2
1
3
-
4
7
1
4

東
京

都
千

代
田

区
平

河
町

2
-
9
-
2
エ

ス
パ

リ
エ

平
河

町
ビ

ル
平

成
1
7
年

4
月

1
2
日

2
5
6

受
信

者
情

報
取

扱
事

業
に

お
け

る
個

人
情

報
保

護
指

針
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対
象

事
業

等
分

野
所

管
府

省
名

称
苦

情
処

理
窓

口
の

電
話

番
号

所
在

地
認

定
年

月
日

対
象

事
業

者
数

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

の
名

称

電
気

通
信

事
業

総
務

省
経

済
産

業
省

一
般

財
団

法
人

　
日

本
デ

ー
タ

通
信

協
会

0
3
-
5
9
0
7
-
3
8
0
3

東
京

都
豊

島
区

巣
鴨

2
-
1
1
-
1
巣

鴨
室

町
ビ

ル
７

F
平

成
1
7
年

4
月

1
2
日

1
4
1

電
気

通
信

事
業

に
お

け
る

個
人

情
報

保
護

指
針

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

マ
ー

ク
付

与
認

定
事

業
者

が
行

う
事

業

総
務

省
経

済
産

業
省

一
般

財
団

法
人

　
日

本
情

報
経

済
社

会
推

進
協

会
0
3
-
5
8
6
0
-
7
5
6
5

東
京

都
港

区
六

本
木

一
丁

目
9
番

9
号

六
本

木
フ

ァ
ー

ス
ト

ビ
ル

内
平

成
1
7
年

6
月

2
7
日

9
,2

5
0

個
人

情
報

保
護

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

-
要

求
事

項
（
Ｊ

ＩＳ
　

Ｑ
　

1
5
0
0
1
：
2
0
0
6
）

製
薬

業
厚

生
労

働
省

日
本

製
薬

団
体

連
合

会
0
3
-
3
2
7
0
-
1
8
1
0

東
京

都
中

央
区

日
本

橋
本

町
3
-
4
-
1
8

平
成

1
7
年

1
0
月

2
0
日

6
4
6

製
薬

企
業

に
お

け
る

個
人

情
報

の
適

正
な

取
扱

い
の

た
め

の
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン

医
療

厚
生

労
働

省
公

益
社

団
法

人
　

全
日

本
病

院
協

会
0
3
-
5
2
8
3
-
7
4
4
1

東
京

都
千

代
田

区
猿

楽
町

2
-
8
-
8
住

友
不

動
産

猿
楽

町
ビ

ル
平

成
1
8
年

2
月

1
3
日

2
,4

2
3

全
日

本
病

院
協

会
に

お
け

る
個

人
情

報
保

護
指

針

医
療

厚
生

労
働

省
一

般
社

団
法

人
　

日
本

病
院

会
0
3
-
3
2
6
5
-
0
0
7
7

東
京

都
千

代
田

区
三

番
町

9
-
1
5
ホ

ス
ピ

タ
ル

プ
ラ

ザ
ビ

ル
平

成
1
9
年

3
月

2
6
日

2
,3

8
4

日
本

病
院

会
個

人
情

報
保

護
法

へ
の

対
応

の
手

引
き

医
療

・
介

護
厚

生
労

働
省

特
定

非
営

利
活

動
法

人
　

医
療

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

支
援

セ
ン

タ
ー

0
3
-
6
4
3
8
-
2
8
5
2

東
京

都
渋

谷
区

千
駄

ヶ
谷

3
-
1
2
-
1
-

3
0
2

平
成

1
8
年

3
月

2
4
日

1
1
8

個
人

情
報

の
適

正
な

取
扱

い
確

保
の

た
め

の
指

針

医
療

・
介

護
・
福

祉
厚

生
労

働
省

特
定

非
営

利
活

動
法

人
　

患
者

の
権

利
オ

ン
ブ

ズ
マ

ン
0
9
2
-
6
4
3
-
7
5
7
7

福
岡

県
福

岡
市

東
区

馬
出

2
-
1
-
2
2

平
成

1
8
年

3
月

2
4
日

1
4

個
人

情
報

保
護

指
針

介
護

・
福

祉
厚

生
労

働
省

社
会

福
祉

法
人

　
沖

縄
県

社
会

福
祉

協
議

会
0
9
8
-
8
8
2
-
5
7
0
4

沖
縄

県
那

覇
市

首
里

石
嶺

町
４

丁
目

3
7
3
番

地
１

平
成

1
8
年

2
月

2
日

6
9
1

福
祉

・
介

護
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

に
係

る
個

人
情

報
保

護
指

針

介
護

・
福

祉
厚

生
労

働
省

社
会

福
祉

法
人

　
岐

阜
県

社
会

福
祉

協
議

会
0
5
8
-
2
7
8
-
5
1
3
6

岐
阜

県
岐

阜
市

下
奈

良
２

丁
目

２
番

１
号

平
成

1
8
年

3
月

3
0
日

2
9
0

福
祉

・
介

護
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

に
係

る
個

人
情

報
保

護
指

針

手
技

療
法

（
柔

道
整

復
・

は
り

・
き

ゅ
う

・
あ

ん
ま

マ
ッ

サ
ー

ジ
指

圧
・
整

体
・
カ

イ
ロ

プ
ラ

テ
ィ

ッ
ク

ス
・
リ

ラ
ク

ゼ
ー

シ
ョ

ン
等

）

厚
生

労
働

省
経

済
産

業
省

特
定

非
営

利
活

動
法

人
　

日
本

手
技

療
法

協
会

0
3
-
5
2
9
6
-
5
0
1
1

東
京

都
千

代
田

区
神

田
須

田
町

1
-
8

パ
ー

ル
ビ

ル
７

Ｆ
平

成
1
8
年

3
月

3
1
日

6
6
2

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
に

つ
い

て
の

柔
道

整
復

・
は

り
・
き

ゅ
う

・
あ

ん
ま

マ
ッ

サ
ー

ジ
指

圧
・
整

体
・
カ

イ
ロ

プ
ラ

テ
ィ

ッ
ク

ス
・
リ

ラ
ク

ゼ
ー

シ
ョ

ン
事

業
者

等
を

対
象

と
す

る
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン

医
療

・
介

護
事

業
、

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

事
業

及
び

冠
婚

葬
祭

事
業

を
営

む
個

人
及

び
団

体
の

事
業

者

厚
生

労
働

省
経

済
産

業
省

一
般

社
団

法
人

　
日

本
個

人
情

報
管

理
協

会
0
3
-
4
4
1
5
-
2
0
3
1

東
京

都
港

区
高

輪
2
-
1
5
-
8
　

グ
レ

イ
ス

ビ
ル

泉
岳

寺
前

平
成

2
3
年

8
月

1
0
日

（
厚

生
労

働
省

認
定

：
平

成
2
5
年

1
2
月

2
4
日

）
7
0

個
人

情
報

保
護

指
針

ギ
フ

ト
用

品
に

関
す

る
事

業
経

済
産

業
省

社
団

法
人

　
全

日
本

ギ
フ

ト
用

品
協

会
0
3
-
3
8
4
7
-
0
6
9
1

東
京

都
台

東
区

寿
3
-
1
5
-
1
0
ペ

ン
ギ

ン
ビ

ル
3
階

平
成

1
7
年

5
月

1
3
日

5
7

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
に

つ
い

て
の

ギ
フ

ト
分

野
を

対
象

と
す

る
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン

ク
レ

ジ
ッ

ト
事

業
経

済
産

業
省

一
般

社
団

法
人

　
日

本
ク

レ
ジ

ッ
ト

協
会

0
3
-
5
6
4
5
-
3
3
6
0

東
京

都
中

央
区

日
本

橋
小

網
町

1
4
-
1

住
生

日
本

橋
小

網
町

ビ
ル

 6
階

平
成

2
1
年

7
月

1
日

8
6
2

個
人

情
報

保
護

指
針
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対
象

事
業

等
分

野
所

管
府

省
名

称
苦

情
処

理
窓

口
の

電
話

番
号

所
在

地
認

定
年

月
日

対
象

事
業

者
数

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

の
名

称

印
刷

・
グ

ラ
フ

ィ
ッ

ク
サ

ー
ビ

ス
工

業
経

済
産

業
省

公
益

社
団

法
人

　
東

京
グ

ラ
フ

ィ
ッ

ク
サ

ー
ビ

ス
工

業
会

0
3
-
3
6
6
7
-
3
7
7
1

東
京

都
中

央
区

日
本

橋
小

伝
馬

町
7
-

1
6

平
成

1
7
年

1
2
月

7
日

3
2
5

印
刷

・
グ

ラ
フ

ィ
ッ

ク
サ

ー
ビ

ス
工

業
個

人
情

報
保

護
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン

小
売

業
経

済
産

業
省

一
般

社
団

法
人

　
日

本
専

門
店

協
会

0
3
-
5
4
1
1
-
5
3
5
1

東
京

都
港

区
北

青
山

2
-
1
2
-
8

平
成

1
7
年

1
2
月

7
日

2
1
8

専
門

店
に

お
け

る
個

人
情

報
保

護
法

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

経
済

産
業

分
野

経
済

産
業

省
特

定
非

営
利

活
動

法
人

　
日

本
個

人
・
医

療
情

報
管

理
協

会
0
3
-
5
7
8
9
-
2
3
5
5

東
京

都
港

区
港

南
4
-
1
-
6
 ビ

ュ
ロ

ー
品

川
1
1
階

平
成

1
8
年

2
月

1
0
日

7
1

個
人

情
報

保
護

指
針

経
済

産
業

分
野

経
済

産
業

省
公

益
社

団
法

人
　

日
本

消
費

生
活

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

・
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

協
会

0
3
-
5
7
2
9
-
3
7
1
1

東
京

都
目

黒
区

中
根

2
-
1
3
-
1
8
第

百
生

命
都

立
大

学
駅

前
ビ

ル
平

成
1
8
年

2
月

1
3
日

4
社

団
法

人
日

本
消

費
生

活
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
・
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

協
会

に
お

け
る

個
人

情
報

保
護

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

経
済

産
業

分
野

経
済

産
業

省
長

野
県

個
人

情
報

保
護

協
会

0
2
6
-
2
6
7
-
6
0
7
7

長
野

県
長

野
市

若
里

7
丁

目
7
-
2
オ

フ
ィ

ス
リ

ン
ク

内
平

成
1
8
年

8
月

4
日

8
長

野
県

個
人

情
報

保
護

協
会

に
お

け
る

個
人

情
報

に
関

す
る

法
律

に
つ

い
て

の
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン

結
婚

情
報

サ
ー

ビ
ス

業
経

済
産

業
省

一
般

社
団

法
人

　
結

婚
相

談
業

サ
ポ

ー
ト

協
会

0
3
-
6
2
3
3
-
2
9
1
5

東
京

都
新

宿
区

新
宿

5
丁

目
1
8
-
2
0

ル
ッ

ク
ハ

イ
ツ

新
宿

1
1
0
5

平
成

2
0
年

7
月

7
日

3
8
5

結
婚

相
談

業
サ

ポ
ー

ト
協

会
に

お
け

る
個

人
情

報
保

護
指

針

結
婚

情
報

サ
ー

ビ
ス

業
経

済
産

業
省

結
婚

相
手

紹
介

サ
ー

ビ
ス

協
会

0
3
-
5
6
8
9
-
8
7
6
9

東
京

都
文

京
区

本
郷

3
-
3
2
-
6
ハ

イ
ヴ

本
郷

4
0
1

平
成

2
0
年

1
2
月

1
5
日

6
結

婚
相

手
紹

介
サ

ー
ビ

ス
協

会
に

お
け

る
個

人
情

報
保

護
指

針

結
婚

情
報

サ
ー

ビ
ス

業
経

済
産

業
省

株
式

会
社

ＩＢ
Ｊ
（
日

本
結

婚
相

談
所

連
盟

）
0
3
-
5
2
7
5
-
2
1
7
4

東
京

都
新

宿
区

西
新

宿
1
-
2
3
-
7
　

新
宿

フ
ァ

ー
ス

ト
ウ

エ
ス

ト
1
2
階

平
成

2
1
年

4
月

2
0
日

8
5
6

個
人

情
報

保
護

指
針

結
婚

情
報

サ
ー

ビ
ス

業
経

済
産

業
省

ナ
ノ

ラ
イ

セ
ン

ス
結

婚
専

科
シ

ス
テ

ム
協

議
会

0
7
5
-
3
6
1
-
8
8
5
8

京
都

府
京

都
市

下
京

区
高

辻
通

リ
新

町
西

入
ル

堀
之

内
町

2
7
2
-
7
　

京
都

3
号

館
ビ

ル
平

成
2
2
年

2
月

2
4
日

9
個

人
情

報
保

護
指

針

新
聞

販
売

業
経

済
産

業
省

大
阪

毎
日

新
聞

販
売

店
事

業
協

同
組

合
0
6
-
6
3
4
6
-
8
1
6
0

大
阪

府
大

阪
市

北
区

梅
田

3
-
4
-
5
毎

日
新

聞
ビ

ル
内

平
成

1
8
年

3
月

9
日

4
9
0

個
人

情
報

保
護

指
針

葬
祭

業
経

済
産

業
省

Ｊ
Ｅ

Ｃ
ＩＡ

個
人

情
報

保
護

協
会

0
3
-
5
3
7
9
-
8
1
0
1

東
京

都
新

宿
区

四
谷

4
-
3
-
2
0
 C

O
I四

谷
4
丁

目
ビ

ル
2
F

平
成

1
7
年

5
月

1
3
日

1
4
0

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
に

つ
い

て
の

葬
祭

事
業

者
を

対
象

と
す

る
指

針

葬
祭

業
経

済
産

業
省

全
国

こ
こ

ろ
の

会
葬

祭
事

業
協

同
組

合
0
3
-
5
8
2
8
-
3
8
5
5

東
京

都
台

東
区

松
が

谷
4
-
2
8
-
3

平
成

1
8
年

3
月

3
1
日

1
8

全
国

こ
こ

ろ
の

会
に

お
け

る
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

に
つ

い
て

の
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン

自
動

車
販

売
業

経
済

産
業

省
国

土
交

通
省

一
般

社
団

法
人

　
日

本
自

動
車

販
売

協
会

連
合

会
0
3
-
5
7
3
3
-
3
1
1
0

東
京

都
港

区
芝

大
門

1
-
1
-
3
0
 日

本
自

動
車

会
館

1
5
階

平
成

1
7
年

5
月

1
9
日

1
,5

3
0

自
動

車
販

売
業

個
人

情
報

保
護

指
針
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対
象

事
業

等
分

野
所

管
府

省
名

称
苦

情
処

理
窓

口
の

電
話

番
号

所
在

地
認

定
年

月
日

対
象

事
業

者
数

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

の
名

称

自
動

車
登

録
番

号
交

付
代

行
業

国
土

交
通

省
一

般
社

団
法

人
　

全
国

自
動

車
標

板
協

議
会

0
3
-
3
8
1
3
-
5
9
1
1

東
京

都
文

京
区

本
郷

2
-
1
5
-
1
3
 お

茶
の

水
ウ

イ
ン

グ
ビ

ル
4
階

平
成

1
7
年

1
2
月

2
7
日

5
7

交
付

代
行

者
等

個
人

情
報

保
護

指
針

賃
貸

住
宅

管
理

業
国

土
交

通
省

公
益

財
団

法
人

　
日

本
賃

貸
住

宅
管

理
協

会

（
ｆａ

ｘ
及

び
メ

ー
ル

に
よ

り
受

付
）

ｆａ
ｘ
 0

3
-
6
2
6
5
-

1
5
5
6

in
fo

@
jp

m
.jp

東
京

都
中

央
区

八
重

洲
2
-
1
-
5
 東

京
駅

前
ビ

ル
8
階

平
成

1
9
年

3
月

1
6
日

1
,0

3
1

賃
貸

住
宅

管
理

業
に

お
け

る
個

人
情

報
保

護
に

関
す

る
ｶ
ﾞｲ

ﾄﾞ
ﾗ
ｲ
ﾝ

計
3
9
団

体
計

4
2
本
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４
　

い
わ

ゆ
る

「
過

剰
反

応
」
に

対
す

る
取

組
状

況
（
平

成
2
5
年

度
）

府
省

庁
取

組
内

容

内
閣

府

○
中

央
防

災
会

議
「
防

災
対

策
推

進
検

討
会

儀
」
の

最
終

報
告

（
平

成
2
4
年

７
月

）
を

踏
ま

え
、

災
害

対
策

基
本

法
の

改
正

を
行

い
、

市
町

村
長

は
、

高
齢

者
、

障
害

者
等

の
災

害
時

の
避

難
に

特
に

支
援

を
要

す
る

者
に

つ
い

て
名

簿
を

作
成

し
、

本
人

か
ら

の
同

意
を

得
て

消
防

・
民

生
委

員
等

の
関

係
者

に
あ

ら
か

じ
め

情
報

提
供

す
る

も
の

と
す

る
こ

と
、

災
害

発
生

時
又

は
災

害
発

生
の

お
そ

れ
が

あ
る

場
合

で
特

に
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
、

避
難

支
援

等
の

実
施

に
必

要
な

限
度

で
、

本
人

の
同

意
を

得
ず

に
関

係
者

に
名

簿
情

報
を

提
供

す
る

こ
と

が
で

き
る

こ
と

な
ど

を
定

め
た

。
※

上
記

の
規

定
に

つ
い

て
は

、
平

成
2
6
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

さ
れ

て
い

る
。

○
上

記
改

正
を

受
け

、
避

難
行

動
要

支
援

者
名

簿
の

作
成

・
活

用
に

係
る

具
体

的
手

順
、

留
意

事
項

等
を

盛
り

込
ん

だ
「
避

難
行

動
要

支
援

者
の

避
難

行
動

支
援

に
関

す
る

取
組

指
針

」
（
平

成
2
5
年

８
月

）
を

策
定

・
公

表
し

た
。

消
費

者
庁

○
平

成
2
5
年

度
個

人
情

報
保

護
法

に
関

す
る

説
明

会
の

開
催

平
成

2
5
年

1
1
月

～
平

成
2
6
年

２
月

に
か

け
、

全
国

1
2
か

所
で

以
下

の
と

お
り

個
人

情
報

保
護

法
に

関
す

る
個

人
情

報
保

護
法

に
関

す
る

説
明

会
を

開
催

し
た

（
開

催
都

道
府

県
等

及
び

独
立

行
政

法
人

国
民

生
活

セ
ン

タ
ー

と
共

催
）
。

一
部

会
場

で
は

、
地

方
公

共
団

体
等

が
、

い
わ

ゆ
る

「
見

守
り

協
定

」
を

締
結

す
る

な
ど

し
て

、
個

人
情

報
の

適
切

な
共

有
に

取
り

組
ん

で
い

る
例

に
つ

い
て

報
告

も
行

っ
た

。
・
テ

ー
マ

：
個

人
情

報
保

護
法

の
概

要
、

い
わ

ゆ
る

「
過

剰
反

応
」
へ

の
対

応
策

等
・
対

象
者

：
民

間
事

業
者

、
民

生
委

員
・
児

童
委

員
、

地
方

公
共

団
体

職
員

な
ど

一
般

国
民

（
参

加
人

数
約

2
,5

0
0
人

）

○
広

報
用

ポ
ス

タ
ー

の
作

成
左

記
、

説
明

会
等

を
広

報
す

る
ポ

ス
タ

ー
を

作
成

し
、

地
方

公
共

団
体

等
へ

配
布

す
る

と
と

も
に

、
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
へ

掲
載

し
た

。

○
高

齢
消

費
者

の
悪

質
電

話
勧

誘
か

ら
の

被
害

防
止

策
の

導
入

手
引

き
に

お
い

て
、

個
人

情
報

等
の

活
用

に
関

す
る

項
目

と
内

容
の

記
載

。
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第
２

章
　

事
業

者
等

の
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

取
組

の
状

況

　
1
　

個
人

情
報

に
関

す
る

苦
情

処
理

の
状

況

（
１

）
受

付
機

関
の

状
況

(注
)

１
．

表
中

の
「
消

費
生

活
セ

ン
タ

ー
」
は

、
P

IO
-
N

E
T
端

末
の

設
置

さ
れ

て
い

る
消

費
生

活
セ

ン
タ

ー
で

受
け

付
け

た
分

を
集

計

  
２

．
表

中
の

「
そ

の
他

」
と

は
、

個
人

情
報

保
護

条
例

所
管

部
局

等
で

受
け

付
け

た
分

を
集

計

 
３

．
平

成
2
5
年

度
分

に
つ

い
て

、
「
消

費
生

活
セ

ン
タ

ー
」
受

付
分

及
び

「
国

民
生

活
セ

ン
タ

ー
」
受

付
分

は
、

平
成

2
6
年

５
月

3
1
日

ま
で

に
受

付
機

関
決

裁
済

と
な

っ
た

も
の

。

  
  

「
そ

の
他

」
受

付
分

は
、

同
年

５
月

3
1
日

ま
で

の
国

民
生

活
セ

ン
タ

ー
受

領
分

（
２

）
年

齢
（
３

）
性

別
（
４

）
職

業

受
付

機
関

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

1
0
月

1
1
月

1
2
月

1
月

2
月

3
月

合
計

割
合

地
方

公
共

団
体

　
消

費
生

活
セ

ン
タ

ー
4
6
6

4
7
3

5
4
0

4
9
7

4
6
1

4
4
8

5
0
6

4
6
0

4
0
1

3
9
9

4
2
8

4
5
4

5
,5

3
3

9
5
.8

%

　
そ

の
他

1
0

1
1

9
9

1
5

5
9

1
0

8
8

8
1
2

1
1
4

2
.0

%

　
国

民
生

活
セ

ン
タ

ー
1
4

1
9

2
2

1
1

5
1
2

1
0

8
7

4
8

1
0

1
3
0

2
.3

%

　
合

計
4
9
0

5
0
3

5
7
1

5
1
7

4
8
1

4
6
5

5
2
5

4
7
8

4
1
6

4
1
1

4
4
4

4
7
6

5
,7

7
7

1
0
0
.0

%

件
数

割
合

件
数

割
合

件
数

割
合

　
１

０
代

以
下

1
4
2

2
.5

%
　

男
性

2
,8

8
7

5
0
.0

%
　

給
与

生
活

者
2
,7

8
5

4
8
.2

%

　
２

０
歳

以
上

5
3
3

9
.2

%
　

女
性

2
,8

2
0

4
8
.8

%
　

自
営

・
自

由
業

3
1
3

5
.4

%

　
３

０
歳

以
上

1
,0

9
6

1
9
.0

%

　
不

明
1
7

0
.3

%

　
家

事
従

事
者

1
,0

9
5

1
9
.0

%

　
４

０
歳

以
上

　
1
,4

3
9

2
4
.9

%

　
そ

の
他

5
3

0
.9

%

　
学

生
2
0
8

3
.6

%

　
５

０
歳

以
上

9
0
0

1
5
.6

%
　

合
計

5
,7

7
7

1
0
0
.0

%
  

企
業

・
団

体

　
合

計
5
,7

7
7

3
6

0
.6

%

　
６

０
歳

以
上

　
6
9
4

1
2
.0

%
  

行
政

機
関

1
2

0
.2

%

　
７

０
歳

以
上

5
4
4

9
.4

%
  

無
職

9
3
7

1
6
.2

%

1
0
0
.0

%

　
そ

の
他

6
0
.1

%
　

不
明

4
2
9

7
.4

%

　
不

明
3
8
5

6
.7

%

　
合

計
5
,7

7
7

1
0
0
.0

%
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（
５

）
事

業
分

野
の

状
況

（
６

）
相

談
内

容
の

状
況

（
７

）
処

理
結

果
の

状
況

（
注

）
表

中
の

「
医

療
」
は

福
祉

分
野

も
含

む
。

２
．

表
中

の
「
そ

の
他

の
情

報
提

供
」
は

、
あ

っ
せ

ん
以

外
の

処
理

で
、

「
助

言
（
自

主
交

渉
）
」
に

該
当

し
な

い
も

の
を

指
す

。

事
業

分
野

件
数

割
合

相
談

内
容

件
数

割
合

処
理

結
果

の
種

類
件

数
割

合

　
医

療
1
2
2

2
.1

%
　

不
適

正
な

取
得

2
,6

9
4

4
6
.6

%
  

助
言

(自
主

交
渉

）
4
,5

6
2

7
9
.0

%

　
金

融
・
信

用
2
9
3

5
.1

%

　
同

意
の

な
い

提
供

1
,0

1
5

1
7
.6

%

　
そ

の
他

の
情

報
提

供
9
0
8

1
5
.7

%
　

漏
え

い
・
紛

失
1
,0

7
8

1
8
.7

%

　
あ

っ
せ

ん
解

決
　

情
報

通
信

1
,4

2
0

2
4
.6

%

　
他

機
関

紹
介

1
0
0

1
.7

%
　

そ
の

他
の

事
業

分
野

2
,4

9
6

4
3
.2

%
　

目
的

外
利

用
6
7
0

1
1
8

2
.0

%

　
不

明
1
,4

9
9

2
5
.9

%
　

開
示

等
1
9
0

3
.3

%

1
1
.6

%

　
処

理
不

要

　
合

計
　

（
重

複
分

を
除

く
。

）
5
,7

7
7

1
0
0
.0

%
　

苦
情

等
の

窓
口

対
応

1
4
5

2
.5

%

　
情

報
内

容
の

誤
り

5
7

1
.0

%

6
4

1
.1

%

0
.1

%

　
処

理
不

能
1
8

0
.3

%

　
あ

っ
せ

ん
不

調
7

0
.6

%

1
0
0
.0

%

5
,7

7
7

　
オ

プ
ト

ア
ウ

ト
違

反
3
8

0
.7

%
　

合
計

1
0
0
.0

%

　
そ

の
他

1
,0

7
1

1
8
.5

%

（
注

）
１

．
表

中
の

「
助

言
（
自

主
交

渉
）
」
は

、
受

付
機

関
が

あ
っ

せ
ん

の
労

を
と

ら
な

く
て

も
相

談
者

が
事

業
者

に
自

主
交

渉
す

る
こ

と
で

解
決

す
る

可
能

性
が

あ
り

、
か

つ
自

主
解

決
の

努
力

が
な

さ
れ

て
い

な
い

相
談

に
対

し
、

自
主

解
決

の
方

法
を

ア
ド

バ
イ

ス
し

た
も

の
を

指
す

。
　

合
計

（
重

複
分

を
除

く
。

）
5
,7

7
7

　
委

託
先

等
の

監
督

3
3
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5
0
0
人

以
下

5
0
1
～

5
,0

0
0
人

5
,0

0
1
～

5
0
,0

0
0
人

5
0
,0

0
1
人

以
上

不
明

1
0

0
1

0
0

9
7

4
9

3
1

1
2

4
1

6
3

4
1

1
0

7
4

1

1
4

6
3

2
0

3

7
6

1
0

0
0

5
3

2
0

0
0

9
0

4
4

1
8

1
6

1
1

1

9
9

9
3

3
2

1
0

3
6
6

2
4
2

6
5

3
6

1
8

5
(1

0
0
.0

%
)

(6
6
.1

%
)

(1
7
.8

%
)

(9
.8

%
)

(4
.9

%
)

(1
.4

%
)

（
注

）

文
部

科
学

省

２
－

１
　

事
業

者
か

ら
の

個
人

情
報

漏
え

い
事

案
の

状
況

（
平

成
2
5
年

度
）

（
１

）
　

漏
え

い
し

た
人

数

漏
え

い
し

た
人

数

件
数

厚
生

労
働

省

所
管

府
省

国
家

公
安

委
員

会

１
．

漏
え

い
事

案
に

は
、

「
漏

え
い

」
の

ほ
か

、
「
滅

失
」
、

「
き

損
」
の

事
案

を
含

む
。

２
．

漏
え

い
し

た
人

数
と

は
、

漏
え

い
し

た
個

人
情

報
に

よ
っ

て
識

別
さ

れ
る

特
定

の
個

人
の

数
を

い
う

。

金
融

庁

総
務

省

国
土

交
通

省

合
計

（
重

複
分

を
除

く
。

）

農
林

水
産

省

経
済

産
業

省
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う
ち

基
本

情
報

の
み

う
ち

基
本

情
報

の
み

う
ち

基
本

情
報

の
み

う
ち

基
本

情
報

の
み

1
0

1
0

0
0

0
0

9
7

8
9
7

8
0

0
0

0

6
3

2
8

6
3

2
8

0
0

0
0

1
4

0
1
3

0
0

0
6

0

7
0

7
0

0
0

0
0

5
0

5
0

0
0

0
0

9
0

3
8
9

3
1

0
2

0

9
9

4
8

9
8

4
9

1
0

2
0

3
6
6

8
7

3
6
3

8
8

2
0

1
0

0
(1

0
0
.0

%
)

(2
3
.8

%
)

(9
9
.2

%
)

(2
4
.0

%
)

(0
.5

%
)

(0
.0

%
)

(2
.7

%
)

(0
.0

%
)

（
注

）

金
融

庁所
管

府
省

経
済

産
業

省

国
土

交
通

省

件
数

１
．

「
基

本
情

報
」
と

は
、

氏
名

、
生

年
月

日
、

性
別

、
住

所
を

指
す

。
２

．
一

つ
の

事
案

で
複

数
の

情
報

が
漏

え
い

等
し

た
場

合
は

、
全

て
の

項
目

に
つ

い
て

記
入

３
．

合
計

欄
の

（
）
内

は
、

全
体

の
件

数
に

対
す

る
割

合
を

示
す

。
４

．
表

中
の

「
う

ち
基

本
情

報
の

み
」
は

、
基

本
情

報
の

み
漏

え
い

し
た

事
案

の
件

数
（
内

数
）
及

び
漏

え
い

事
案

全
体

に
対

す
る

割
合

総
務

省

文
部

科
学

省

厚
生

労
働

省

合
計

（
重

複
分

を
除

く
。

）

農
林

水
産

省

（
２

）
　

漏
え

い
し

た
情

報
の

種
類

漏
え

い
し

た
情

報
の

種
類

顧
客

情
報

従
業

員
情

報
そ

の
他

の
情

報

国
家

公
安

委
員

会
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措
置

有
一

部
措

置
有

措
置

無
不

明
措

置
有

一
部

措
置

有
措

置
無

不
明

措
置

有
一

部
措

置
有

措
置

無
不

明

国
家

公
安

委
員

会
1

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

金
融

庁
9
7

3
3

3
1

3
0

1
5
1

3
0

0
1

1
0

総
務

省
6
3

1
6

2
8

0
2

0
3
3

0
0

1
0

0
1

文
部

科
学

省
1
4

1
0

4
9

0
0

0
0

0
0

0
0

0

厚
生

労
働

省
7

2
0

1
0

0
0

3
0

0
1

0
0

0

農
林

水
産

省
5

3
1

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0

経
済

産
業

省
9
0

2
9

1
0

2
8

3
0

3
1
6

0
0

0
0

0
1

国
土

交
通

省
9
9

2
0

1
7

1
1

0
7
7

0
0

1
0

0
0

3
6
6

4
9

1
6

8
7

1
6

3
5

1
8
0

3
0

3
1

1
2

(1
0
0
.0

%
)

(1
3
.4

%
)

(4
.4

%
)

(2
3
.8

%
)

(4
.4

%
)

(0
.8

%
)

(1
.4

%
)

(4
9
.2

%
)

(0
.8

%
)

(0
.0

%
)

(0
.8

%
)

(0
.3

%
)

(0
.3

%
)

(0
.5

%
)

不
明

（
注

）
暗

号
化

等
の

情
報

保
護

措
置

と
は

、
情

報
の

暗
号

化
や

紛
失

し
た

パ
ソ

コ
ン

へ
の

パ
ス

ワ
ー

ド
に

よ
る

ア
ク

セ
ス

制
限

等
、

情
報

保
護

の
た

め
に

講
じ

ら
れ

た
措

置
を

い
う

。

合
計

（
重

複
分

を
除

く
。

）

(３
)　

漏
え

い
等

の
形

態
と

暗
号

化
等

の
情

報
保

護
措

置

所
管

府
省

件
数

電
子

媒
体

と
紙

媒
体

　
5
件

(1
.4

%
)

電
子

媒
体

の
み

　
1
6
8
件

(4
5
.9

%
)

紙
媒

体
の

み
　

1
9
1
件

(5
2
.2

%
)

33



件
数

意
図 的

不
注 意

不
明

件
数

意
図 的

不
注 意

不
明

件
数

意
図 的

不
注 意

不
明

件
数

意
図 的

不
注 意

不
明

国
家

公
安

委
員

会
1

1
0

0
0

0
1

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

金
融

庁
9
7

6
2

5
3

0
5
2

1
5

5
0

0
1

3
2
6

6
1

4
1

1
8

1
8

0
0

2
0

9

総
務

省
6
3

3
0

9
0

9
0

1
8

1
6

2
0

1
2

3
1

2
8

0
2
8

0
0

0
0

0
3

0
2

文
部

科
学

省
1
4

1
1

1
1

0
1
1

0
0

0
0

0
0

0
2

1
0

1
0

1
0

0
1

0
0

1

厚
生

労
働

省
7

5
5

0
4

1
0

0
0

0
0

0
2

2
0

2
0

0
0

0
0

0
0

0

農
林

水
産

省
5

5
3

0
3

0
2

2
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

経
済

産
業

省
9
0

7
2

3
2

0
3
0

2
3
9

3
7

2
0

0
1

1
5

6
0

6
0

7
6

1
0

1
1

3

国
土

交
通

省
9
9

8
5

8
5

1
8
2

2
0

0
0

0
0

0
1
3

1
2

1
1
1

0
0

0
0

0
1

0
1

3
6
6

2
6
2

1
9
7

1
1
9
1

5
5
7

5
3

4
0

2
6

8
8

5
5

2
5
2

1
2
6

2
4

1
1

6
1

1
6

(1
0
0
.0

%
)

(7
1
.6

%
)

(5
3
.8

%
)

(0
.3

%
)

(5
2
.2

%
)

(1
.4

%
)

(1
5
.6

%
)

(1
4
.5

%
)

(1
.1

%
)

(0
.0

%
)

(0
.5

%
)

(1
.6

%
)

(2
4
.0

%
)

(1
5
.0

%
)

(0
.5

%
)

(1
4
.2

%
)

(0
.3

%
)

(7
.1

%
)

(6
.6

%
)

(0
.3

%
)

(0
.3

%
)

(1
.6

%
)

(0
.3

%
)

(4
.4

%
)

(4
)　

漏
え

い
元

・
漏

え
い

し
た

者

所
管

府
省

従
業

者
件

数
不

明
そ

の 他
不

明
件

数

（
注

）
合

計
欄

の
( 

)内
は

、
全

体
の

件
数

に
対

す
る

割
合

を
示

す
。

件
数

事
業

者

第
三

者
不

明

委
託

先

そ
の 他

従
業

者
第

三
者

合
計

（
重

複
分

を
除

く
。

）
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組
織

的
技

術
的

本
人

へ
の

謝
罪

・
連

絡
専

用
窓

口
の

設
置

商
品

券
等

の
配

布
警

察
へ

の
届

出
そ

の
他

1
1

1
0

1
1

1
1

0
1

0
0

0

9
7

9
5

7
1

6
5

1
3

9
0

7
8

2
6

0
2

2
4

0
2

6
3

6
3

6
3

4
8

2
5

5
9

5
7

6
2

1
1

9
0

0

1
4

1
4

1
4

1
3

1
1
3

1
1

3
0

4
4

0
0

7
7

6
6

0
7

7
0

0
5

0
0

0

5
5

5
5

3
5

5
1

0
3

5
0

0

9
0

8
9

8
9

6
3

7
2

8
8

8
5

2
6

6
3
7

1
3

0
1

9
9

9
9

9
6

9
2

6
9
8

8
9

0
0

2
5

5
0

0

3
6
6

3
6
4

3
3
6

2
9
0

1
1
2

3
5
3

3
2
5

6
2

7
8
4

5
6

0
2

(1
0
0
.0

%
)

(9
9
.5

%
)

(9
1
.8

%
)

(7
9
.2

%
)

(3
0
.6

%
)

(9
6
.4

%
)

(8
8
.8

%
)

(1
6
.9

%
)

(1
.9

%
)

(2
3
.0

%
)

(1
5
.3

%
)

(0
.0

%
)

(0
.5

%
)

(注
)所

管
府

省

国
家

公
安

委
員

会

金
融

庁

(5
)　

事
業

者
に

よ
る

改
善

措
置

不
明

安
全

管
理

対
策

件
数

改
善

措
置

実
施

せ
ず

そ
の

他
の

対
応

事
業

者
に

よ
る

改
善

措
置

経
済

産
業

省

合
計

（
重

複
分

を
除

く
。

）

１
．

表
中

の
「
組

織
的

」
安

全
管

理
対

策
と

は
、

安
全

管
理

責
任

者
の

設
置

、
社

内
規

定
の

整
備

、
教

育
・
研

修
の

実
施

、
監

査
の

実
施

等
を

指
す

。
　

　
 「

技
術

的
」
安

全
管

理
対

策
と

は
、

フ
ァ

イ
ア

ウ
ォ

ー
ル

の
構

築
、

情
報

漏
洩

防
止

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

の
導

入
、

個
人

デ
ー

タ
へ

の
ア

ク
セ

ス
状

況
の

監
視

等
を

指
す

。
 ２

．
「
安

全
管

理
対

策
」
と

「
そ

の
他

の
対

応
」
は

複
数

回
答

 ３
．

合
計

欄
の

( 
)内

は
、

全
体

の
件

数
に

対
す

る
割

合
を

示
す

。

総
務

省

文
部

科
学

省

厚
生

労
働

省

農
林

水
産

省

国
土

交
通

省
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1
0

0

9
7

6
7

5
0

6
3

3
5

8

1
4

0
0

7
0

0

5
0

0

9
0

2
5

2
5

9
9

2
2

8
2

(6
5
.1

%
)

所
管

府
省

(6
)　

認
定

個
人

情
報

保
護

団
体

へ
の

報
告

件
数

認
定

個
人

情
報

保
護

団
体

へ
の

所
属

認
定

個
人

情
報

保
護

団
体

へ
の

報
告

国
家

公
安

委
員

会

農
林

水
産

省

経
済

産
業

省

合
計

（
重

複
分

を
除

く
。

）

総
務

省

厚
生

労
働

省

金
融

庁

国
土

交
通

省

文
部

科
学

省

１
．

「
認

定
個

人
情

報
保

護
団

体
へ

の
所

属
」
に

つ
い

て
は

、
　

　
複

数
の

認
定

個
人

情
報

保
護

団
体

に
所

属
し

て
い

る
場

合
で

あ
っ

て
も

１
件

と
カ

ウ
ン

ト
し

て
い

る
。

２
．

「
認

定
個

人
情

報
保

護
団

体
へ

の
報

告
」
に

つ
い

て
は

、
　

　
 所

属
す

る
い

ず
れ

か
の

団
体

に
報

告
し

て
い

れ
ば

１
件

と
カ

ウ
ン

ト
し

て
い

る
。

　
　

 ま
た

、
合

計
に

お
け

る
パ

ー
セ

ン
テ

ー
ジ

は
、

　
　

 認
定

個
人

情
報

保
護

団
体

に
所

属
し

て
い

る
事

業
者

に
よ

る
事

案
に

占
め

る
割

合
を

示
す

。

(注
)

3
6
6

1
2
6
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株
式

会
社

三
菱

東
京

U
F
J
銀

行
金

融
庁

平
成

2
5
年

5
月

1
3
日

約
6
万

7
千

人
氏

名
、

住
所

、
電

話
番

号
、

口
座

番
号

等
誤

廃
棄

・
資

料
・
帳

票
類

の
保

管
・
廃

棄
の

ル
ー

ル
や

保
管

方
法

の
見

直
し

（
営

業
店

保
管

分
の

セ
ン

タ
ー

集
約

等
）

有

株
式

会
社

関
西

ア
ー

バ
ン

銀
行

金
融

庁
平

成
2
5
年

5
月

3
1
日

約
5
万

6
千

件
氏

名
、

口
座

番
号

、
電

話
番

号
、

振
込

金
額

及
び

振
込

先
口

座
の

内
容

等
誤

廃
棄

・
個

人
情

報
等

重
要

情
報

の
管

理
に

つ
い

て
徹

底

住
友

生
命

保
険

相
互

会
社

金
融

庁
平

成
2
5
年

6
月

1
4
日

約
5
万

8
千

件
氏

名
、

住
所

、
電

話
番

号
、

生
年

月
日

、
証

券
番

号
等

個
人

情
報

が
記

載
さ

れ
た

帳
票

を
紛

失
及

び
誤

廃
棄

・
保

存
す

べ
き

帳
票

の
一

覧
化

や
、

各
帳

票
の

保
存

状
況

に
つ

い
て

毎
月

自
主

点
検

を
行

う
な

ど
、

個
人

情
報

管
理

台
帳

に
基

づ
く
管

理
を

徹
底

・
帳

票
の

電
子

化
等

に
よ

り
、

支
社

で
保

存
す

る
帳

票
を

大
幅

に
削

減

株
式

会
社

東
邦

銀
行

金
融

庁
平

成
2
5
年

9
月

1
1
日

約
1
3
万

件
氏

名
、

口
座

番
号

、
取

引
金

額
、

ク
レ

ジ
ッ

ト
カ

ー
ド

番
号

誤
廃

棄
・
文

書
管

理
の

厳
正

化

エ
ク

ス
コ

ム
グ

ロ
ー

バ
ル

株
式

会
社

総
務

省
平

成
2
5
年

5
月

2
7
日

約
1
0
万

人

・
ク

レ
ジ

ッ
ト

カ
ー

ド
会

員
名

・
ク

レ
ジ

ッ
ト

カ
ー

ド
会

員
番

号
・
ク

レ
ジ

ッ
ト

カ
ー

ド
有

効
期

限
・セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
コ

ー
ド

・
申

込
者

住
所

不
正

ア
ク

セ
ス

◆
技

術
的

保
護

措
置

・
侵

入
経

路
の

遮
断

及
び

お
客

様
情

報
の

削
除

・デ
ー

タ
ベ

ー
ス

サ
ー

バ
ー

の
シ

ス
テ

ム
変

更
・
第

三
者

機
関

に
よ

る
脆

弱
性

調
査

◆
組

織
的

保
護

措
置

・
ク

レ
ジ

ッ
ト

カ
ー

ド
情

報
の

非
保

持
・
個

人
情

報
漏

え
い

対
応

マ
ニ

ュ
ア

ル
の

作
成

・
ク

レ
ジ

ッ
ト

カ
ー

ド
の

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

（
不

正
利

用
の

監
視

強
化

）

エ
ヌ

・
テ

ィ
・
テ

ィ
・
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

ズ
株

式
会

社
総

務
省

平
成

2
5
年

7
月

2
4
日

約
4
0
0
万

人
・
O

C
N

 I
D

（
メ

ー
ル

ア
ド

レ
ス

）
・
暗

号
化

さ
れ

た
パ

ス
ワ

ー
ド

不
正

ア
ク

セ
ス

高
度

な
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
攻

撃
を

幅
広

く
検

知
・
自

動
ブ

ロ
ッ

ク
可

能
と

す
る

た
め

の
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
監

視
装

置
を

導
入

株
式

会
社

テ
レ

コ
ム

ス
ク

エ
ア

総
務

省
経

済
産

業
省

平
成

2
5
年

9
月

2
0
日

約
9
万

7
千

人

◆
サ

ー
バ

ー
１

サ
イ

ト
利

用
者

の
、

社
名

・
部

署
、

氏
名

、
住

所
、

メ
ー

ル
ア

ド
レ

ス
、

電
話

番
号

、
ク

レ
ジ

ッ
ト

カ
ー

ド
名

義
人

、
ク

レ
ジ

ッ
ト

カ
ー

ド
番

号
、

ク
レ

ジ
ッ

ト
カ

ー
ド

有
効

期
限

◆
サ

ー
バ

ー
２

ク
レ

ジ
ッ

ト
カ

ー
ド

番
号

、
ク

レ
ジ

ッ
ト

カ
ー

ド
有

効
期

限

不
正

ア
ク

セ
ス

◆
技

術
的

保
護

措
置

・
ク

ラ
ウ

ド
サ

ー
バ

の
廃

止
・
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
監

視
シ

ス
テ

ム
（
不

正
ア

ク
セ

ス
防

止
）
及

び
W

e
bア

プ
リ

ケ
ー

シ
ョ

ン
用

フ
ァ

イ
ア

ウ
ォ

ー
ル

（
不

正
利

用
監

視
）
の

導
入

・
ク

レ
ジ

ッ
ト

カ
ー

ド
情

報
を

保
有

し
な

い
方

式
を

採
用

す
る

基
幹

シ
ス

テ
ム

へ
刷

新
◆

組
織

的
保

護
措

置
・
外

部
教

育
機

関
の

支
援

を
受

け
た

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

の
実

施
（
事

例
：
P

C
I-

D
S
S
（
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
基

準
）
教

育
コ

ー
ス

を
運

用
部

門
全

員
が

受
講

）

※
　

平
成

2
5
年

度
中

に
事

業
者

が
公

表
し

た
個

人
情

報
漏

え
い

事
案

（
所

管
省

庁
に

お
い

て
把

握
し

た
も

の
に

限
る

。
）
の

う
ち

、
漏

え
い

の
あ

っ
た

個
人

情
報

が
5
0
,0

0
1
件

以
上

の
事

案
を

掲
載

（
公

表
さ

れ
て

い
る

情
報

の
み

記
載

）

漏
え

い
の

原
因

漏
え

い
後

の
対

応
策

各
省

庁
に

よ
る

報
告

の
徴

収
の

有
無

２
－

２
　

平
成

2
5
年

度
に

お
け

る
主

な
個

人
情

報
漏

え
い

事
案

事
業

者
名

所
管

府
省

公
表

日
漏

え
い

人
数

（
最

大
）

漏
え

い
情

報
（
主

な
も

の
）
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漏
え

い
の

原
因

漏
え

い
後

の
対

応
策

各
省

庁
に

よ
る

報
告

の
徴

収
の

有
無

事
業

者
名

所
管

府
省

公
表

日
漏

え
い

人
数

（
最

大
）

漏
え

い
情

報
（
主

な
も

の
）

株
式

会
社

サ
イ

バ
ー

エ
ー

ジ
ェ

ン
ト

総
務

省
経

済
産

業
省

平
成

2
5
年

8
月

1
2
日

約
2
4
万

人

◆
「
A

m
e
ba

」
に

登
録

さ
れ

た
顧

客
情

報
ニ

ッ
ク

ネ
ー

ム
、

メ
ー

ル
ア

ド
レ

ス
、

生
年

月
日

、
居

住
地

域
、

性
別

◆
「
A

m
e
ba

」
の

仮
想

通
貨

「
ア

メ
ゴ

ー
ル

ド
」
「
コ

イ
ン

」
の

履
歴

情
報

不
正

ロ
グ

イ
ン

・
ユ

ー
ザ

ー
向

け
不

正
ロ

グ
イ

ン
確

認
ツ

ー
ル

（
特

設
ペ

ー
ジ

）
の

構
築

・
不

正
ロ

グ
イ

ン
検

知
シ

ス
テ

ム
の

構
築

軽
自

動
車

検
査

協
会

国
土

交
通

省
平

成
2
6
年

3
月

1
4
日

約
７

万
2
千

人
申

請
書

類
誤

廃
棄

文
書

保
存

期
間

の
徹

底
、

書
類

整
理

方
法

の
マ

ニ
ュ

ア
ル

化
、

文
書

保
存

の
定

期
的

な
確

認
の

実
施

、
複

数
の

職
員

に
よ

る
確

認
な

ど
管

理
体

制
の

見
直

し
、

書
類

廃
棄

の
際

の
確

認
の

徹
底

等

エ
ヌ

･テ
ィ

･テ
ィ

 レ
ゾ

ナ
ン

ト
株

式
会

社
経

済
産

業
省

平
成

2
5
年

4
月

3
日

約
1
1
万

件
ID

、
パ

ス
ワ

ー
ド

不
正

ア
ク

セ
ス

・
お

客
様

問
い

合
わ

せ
窓

口
の

強
化

・
不

正
ロ

グ
イ

ン
の

監
視

等
の

対
応

の
強

化
・
設

定
パ

ス
ワ

ー
ド

の
強

化

株
式

会
社

ム
サ

シ
経

済
産

業
省

平
成

2
5
年

6
月

2
4
日

約
4
2
万

件
氏

名
、

生
年

月
日

、
住

所
区

コ
ー

ド
、

名
簿

番
号

、
個

人
番

号
、

移
動

日
、

移
動

先
住

所
C

D
の

紛
失

（
回

収
済

み
）

・
リ

ス
ク

分
析

の
見

直
し

・
委

託
先

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
の

見
直

し
・
委

託
先

を
含

め
た

搬
送

方
法

の
徹

底

L
IN

E
株

式
会

社
経

済
産

業
省

平
成

2
5
年

7
月

1
9
日

約
1
7
0
万

件
メ

ー
ル

ア
ド

レ
ス

、
パ

ス
ワ

ー
ド

、
ニ

ッ
ク

ネ
ー

ム
不

正
ア

ク
セ

ス
・
監

視
体

制
の

強
化

・
新

し
い

パ
ス

ワ
ー

ド
の

設
定

機
能

を
設

置
、

パ
ス

ワ
ー

ド
再

設
定

の
案

内

オ
リ

エ
ン

タ
ル

モ
ー

タ
ー

株
式

会
社

経
済

産
業

省
平

成
2
5
年

8
月

1
日

約
2
7
万

件
氏

名
、

住
所

、
電

話
番

号
、

メ
ー

ル
ア

ド
レ

ス
、

取
引

履
歴

、
パ

ス
ワ

ー
ド

、
会

社
名

、
所

属
名

、
役

職
名

不
正

ア
ク

セ
ス

・
ア

プ
リ

ケ
ー

シ
ョ

ン
の

脆
弱

性
修

正
お

よ
び

強
化

・
不

正
侵

入
防

御
機

器
の

追
加

設
置

・
不

正
侵

入
監

視
の

強
化

・
パ

ス
ワ

ー
ド

再
設

定
の

依
頼

実
施

有
限

会
社

あ
き

ば
ん

ぐ
経

済
産

業
省

平
成

2
5
年

7
月

2
3
日

約
5
万

9
千

件
氏

名
、

住
所

、
電

話
番

号
、

メ
ー

ル
ア

ド
レ

ス
、

パ
ス

ワ
ー

ド
不

正
ア

ク
セ

ス
・
専

用
窓

口
の

設
置

・
パ

ス
ワ

ー
ド

変
更

依
頼

・
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
対

策
の

強
化

株
式

会
社

ジ
ー

ク
レ

ス
ト

経
済

産
業

省
平

成
2
5
年

8
月

1
4
日

約
8
万

3
千

件
性

別
、

メ
ー

ル
ア

ド
レ

ス
、

ニ
ッ

ク
ネ

ー
ム

、
血

液
型

、
出

身
地

、
居

住
地

域
、

職
業

、
未

婚
/
既

婚
、

出
没

地
、

学
歴

、
自

己
保

有
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
Ｕ

Ｒ
Ｌ

不
正

ロ
グ

イ
ン

・
調

査
・
パ

ス
ワ

ー
ド

変
更

依
頼
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漏
え

い
の

原
因

漏
え

い
後

の
対

応
策

各
省

庁
に

よ
る

報
告

の
徴

収
の

有
無

事
業

者
名

所
管

府
省

公
表

日
漏

え
い

人
数

（
最

大
）

漏
え

い
情

報
（
主

な
も

の
）

株
式

会
社

ソ
ニ

ー
・
コ

ン
ピ

ュ
ー

タ
エ

ン
タ

テ
イ

ン
メ

ン
ト

経
済

産
業

省
平

成
2
5
年

1
1
月

2
2
日

約
１

千
２

百
万

件
氏

名
、

性
別

、
住

所
、

取
引

履
歴

不
正

ロ
グ

イ
ン

・
パ

ス
ワ

ー
ド

変
更

依
頼

・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
、

強
制

パ
ス

ワ
ー

ド
リ

セ
ッ

ト

株
式

会
社

ス
ト

リ
ー

ム
経

済
産

業
省

平
成

2
6
年

1
月

3
0
日

約
6
万

1
千

件
氏

名
、

ク
レ

ジ
ッ

ト
番

号
不

正
ア

ク
セ

ス
・
社

内
及

び
ウ

ェ
ブ

サ
ー

バ
ー

周
辺

の
再

整
備

・
P

C
ID

S
S
準

拠
の

認
定

・
不

正
ア

ク
セ

ス
及

び
個

人
情

報
の

漏
え

い
を

防
止

す
る

シ
ス

テ
ム

上
の

措
置

対
応
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苦
情

処
理

説
明

要
求

資
料

要
求

指
導

勧
告

そ
の

他
の

措
置

(注
）

警
備

業
国

家
公

安
委

員
会

一
般

社
団

法
人

全
国

警
備

業
協

会
0

0
0

0
0

0
・
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
で

の
情

報
提

供
（
随

時
）

・
個

人
情

報
保

護
士

資
格

の
取

得
推

進
（
随

時
）

証
券

業
金

融
庁

日
本

証
券

業
協

会
1
2

9
0

0
0

0
・
相

談
・
問

合
せ

等
の

対
応

（
平

成
2
5
年

度
1
5
件

）

保
険

業
金

融
庁

一
般

社
団

法
人

　
生

命
保

険
協

会
2
0

3
0

1
8

0
0

・
相

談
・
問

い
合

わ
せ

へ
の

対
応

（
平

成
2
5
年

度
：
2
2
9
件

）
・
対

象
事

業
者

向
け

の
研

修
会

の
実

施
（
平

成
2
6
年

2
月

）
・
対

象
事

業
者

に
お

け
る

個
人

情
報

漏
え

い
等

事
案

の
調

査
（
平

成
2
5
年

度
1
2
回

（
毎

月
）
）

保
険

業
金

融
庁

一
般

社
団

法
人

　
日

本
損

害
保

険
協

会
2
6

0
0

0
0

0

・
相

談
・
問

い
合

わ
せ

へ
の

対
応

（
平

成
2
5
年

度
：
3
5
件

）
・
相

談
員

向
け

の
通

信
研

修
実

施
（
平

成
2
5
年

6
～

8
月

）
・
対

象
事

業
者

へ
の

情
報

提
供

（
随

時
）

・
対

象
事

業
者

の
個

人
情

報
漏

え
い

事
案

等
に

関
す

る
状

況
の

集
計

実
施

　
（
平

成
2
5
年

6
月

、
7
月

、
1
1
月

）
・
対

象
事

業
者

向
け

の
セ

ミ
ナ

ー
の

実
施

（
平

成
2
6
年

2
月

）
・
損

保
協

会
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
上

へ
の

認
定

業
務

の
取

組
み

等
の

公
表

（
随

時
）

保
険

業
金

融
庁

一
般

社
団

法
人

　
外

国
損

害
保

険
協

会
1

0
0

0
0

1
7
7

・
対

象
事

業
者

へ
の

注
意

喚
起

情
報

提
供

（
随

時
）

銀
行

業
金

融
庁

全
国

銀
行

個
人

情
報

保
護

協
議

会
9
8

3
0

0
3
4

0
0

・
相

談
・
問

い
合

わ
せ

へ
の

対
応

（
平

成
2
5
年

度
：
5
3
件

）
・
全

国
銀

行
個

人
情

報
保

護
協

議
会

規
約

等
の

改
正

（
平

成
2
5
年

1
0
月

）
・
全

国
銀

行
個

人
情

報
保

護
協

議
会

個
人

情
報

保
護

指
針

、
同

Q
＆

A
の

改
正

（
平

成
2
5
年

1
0
月

）
・
会

員
向

け
研

修
会

の
実

施
（
平

成
2
6
年

3
月

）
・
苦

情
対

応
機

関
の

相
談

員
を

対
象

と
す

る
研

修
会

の
実

施
（
平

成
2
6
年

3
月

）

信
託

業
金

融
庁

一
般

社
団

法
人

　
信

託
協

会
0

0
0

1
0

0

・
対

象
事

業
者

に
対

す
る

情
報

の
提

供
（
平

成
2
5
年

4
月

、
1
0
月

）
・
個

人
情

報
保

護
指

針
、

同
Q

&
A

の
見

直
し

（
平

成
2
5
年

1
1
月

）
・
対

象
事

業
者

向
け

の
個

人
情

報
保

護
研

修
会

の
実

施
（
平

成
2
5
年

1
2
月

）
・
対

象
事

業
者

向
け

の
セ

ミ
ナ

ー
の

実
施

（
平

成
2
6
年

2
月

）

投
資

信
託

委
託

業
金

融
庁

一
般

社
団

法
人

　
投

資
信

託
協

会
0

0
0

0
0

0

・
対

象
事

業
者

向
け

の
研

修
会

の
実

施
（
平

成
2
6
年

2
月

）
　

　
（
一

般
社

団
法

人
 日

本
投

資
顧

問
業

協
会

と
共

催
）

・
対

象
事

業
者

に
よ

る
個

人
情

報
の

漏
え

い
事

案
へ

の
対

応
（
報

告
・
改

善
策

等
の

受
領

）
　

　
(苦

情
に

至
ら

な
い

も
の

や
電

子
メ

ー
ル

送
信

時
の

誤
操

作
等

軽
微

な
も

の
）

証
券

投
資

顧
問

業
金

融
庁

一
般

社
団

法
人

　
日

本
投

資
顧

問
業

協
会

0
0

0
3
6

0
0

・
対

象
事

業
者

向
け

セ
ミ

ナ
ー

の
実

施
（
平

成
2
6
年

2
月

）
・
協

会
宛

報
告

の
あ

っ
た

個
人

情
報

漏
え

い
事

例
集

を
作

成
、

会
員

に
周

知
（
平

成
2
5
年

7
月

）
・
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
で

の
情

報
提

供
（
随

時
）

貸
金

業
金

融
庁

日
本

貸
金

業
協

会
5

5
0

0
0

0

・
要

請
が

あ
っ

た
事

業
者

に
対

し
、

個
人

情
報

保
護

に
関

す
る

研
修

（
講

師
派

遣
）
の

実
施

（
随

時
）

・
協

会
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
に

お
い

て
認

定
個

人
情

報
保

護
団

体
の

認
定

に
係

る
周

知
及

び
個

人
情

報
漏

え
い

に
係

る
報

告
に

つ
い

て
掲

載
（
平

成
2
5
年

4
月

～
平

成
2
6
年

3
月

）
・
協

会
報

に
お

い
て

個
人

情
報

漏
え

い
に

係
る

報
告

事
案

の
記

事
掲

載
（
平

成
2
5
年

7
月

）

そ
の

他
の

活
動

３
　

認
定

個
人

情
報

保
護

団
体

の
取

組
の

状
況

（
平

成
2
5
年

度
）

法
第

4
2
条

及
び

第
4
3
条

に
基

づ
く
措

置
対

象
事

業
等

分
野

所
管

府
省

名
称
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苦
情

処
理

説
明

要
求

資
料

要
求

指
導

勧
告

そ
の

他
の

措
置

(注
）

そ
の

他
の

活
動

法
第

4
2
条

及
び

第
4
3
条

に
基

づ
く
措

置
対

象
事

業
等

分
野

所
管

府
省

名
称

放
送

総
務

省
一

般
財

団
法

人
　

放
送

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

セ
ン

タ
ー

1
1

6
0

0
0

0

・
個

人
（
本

人
）
か

ら
の

相
談

へ
の

対
応

（
平

成
2
5
年

度
1
1
件

・
累

計
6
3
件

）
・
対

象
事

業
者

か
ら

の
相

談
へ

の
対

応
（
平

成
2
5
年

度
6
件

・
累

計
1
1
2
件

）
・
対

象
事

業
者

向
け

の
セ

ミ
ナ

ー
の

実
施

（
平

成
2
5
年

7
月

）
・
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
に

よ
る

情
報

提
供

(随
時

）
・
一

斉
同

報
に

よ
る

対
象

事
業

者
へ

の
情

報
提

供
・
随

時
（
平

成
2
5
年

度
１

回
）

電
気

通
信

事
業

総
務

省
経

済
産

業
省

一
般

財
団

法
人

　
日

本
デ

ー
タ

通
信

協
会

1
4
6

3
6

0
0

0
0

・
相

談
・
問

い
合

わ
せ

へ
の

対
応

（
平

成
2
5
年

度
2
7
5
件

）
・
通

信
事

業
者

向
け

の
セ

ミ
ナ

ー
の

実
施

（
平

成
2
5
年

5
月

～
6
月

）
・
対

象
事

業
者

数
：
1
4
1
社

(平
成

2
6
年

3
月

3
1
日

時
点

)
・
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
で

の
情

報
提

供
（
随

時
）

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

マ
ー

ク
付

与
認

定
事

業
者

が
行

う
事

業
総

務
省

経
済

産
業

省
一

般
財

団
法

人
　

日
本

情
報

経
済

社
会

推
進

協
会

1
0
5

5
3
4

3
4

0
0

＜
相

談
・
問

合
せ

へ
の

対
応

＞
　

・
個

人
情

報
保

護
苦

情
相

談
室

へ
の

申
出

は
1
0
5
件

で
あ

り
、

「
説

明
要

求
」
及

び
「
資

料
　

　
請

求
」
を

行
っ

た
3
9
件

以
外

の
6
6
件

に
つ

い
て

は
、

個
人

情
報

保
護

苦
情

相
談

室
よ

り
　

　
相

談
者

に
説

明
を

行
い

解
決

し
た

も
の

で
あ

る
。

　
ま

た
、

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

マ
ー

ク
事

務
局

　
　

消
費

者
相

談
窓

口
へ

は
別

途
2
7
7
件

の
申

出
が

あ
り

対
応

を
行

な
っ

た
。

＜
対

象
事

業
者

向
け

研
修

会
の

実
施

＞
　

・
情

報
提

供
の

一
環

と
し

て
、

平
成

2
5
年

度
付

与
事

業
者

向
け

研
修

会
と

兼
ね

た
　

「
認

定
　

　
個

人
情

報
保

護
団

体
研

修
会

」
を

平
成

2
5
年

7
月

か
ら

平
成

2
5
年

1
0
月

に
か

け
て

全
国

　
　

7
都

市
1
0
会

場
で

開
催

し
、

1
,8

3
2
事

業
者

（
2
,0

9
0
名

）
の

参
加

を
得

た
。

＜
認

定
個

人
情

報
保

護
団

体
連

絡
会

＞
　

・
他

の
認

定
個

人
情

報
保

護
団

体
と

の
整

合
性

を
確

保
し

、
情

報
交

換
を

行
う

た
め

、
経

済
　

　
産

業
省

情
報

経
済

課
主

催
の

平
成

2
5
年

度
認

定
個

人
情

報
保

護
団

体
連

絡
会

に
出

席
　

　
し

た
。

　
（
H

2
5
年

5
月

開
催

）
＜

個
人

情
報

漏
え

い
事

案
へ

の
対

応
＞

　
・
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
マ

ー
ク

付
与

事
業

者
に

よ
る

個
人

情
報

漏
え

い
等

事
案

へ
の

対
応

と
併

せ
、

認
定

個
人

情
報

保
護

団
体

対
象

事
業

者
に

つ
い

て
は

事
案

へ
の

対
応

と
、

経
済

産
業

省
へ

の
定

期
報

告
を

行
っ

た
。

＜
個

人
情

報
保

護
指

針
の

更
新

＞
　

　
H

2
5
年

1
0
月

　
個

人
情

報
保

護
指

針
を

更
新

し
た

。

製
薬

業
厚

生
労

働
省

日
本

製
薬

団
体

連
合

会
0

0
0

0
0

0
・
一

般
の

方
か

ら
の

相
談

。
問

い
合

わ
せ

な
し

。
・
そ

の
他

特
記

事
項

な
し

。

医
療

厚
生

労
働

省
公

益
社

団
法

人
　

全
日

本
病

院
協

会
0

0
0

1
3

0
7

・
相

談
・
問

い
合

わ
せ

へ
の

対
応

（
平

成
2
5
年

度
2
0
件

　
【
内

訳
：
指

導
1
3
件

、
そ

の
他

の
措

置
7
件

】
）

・
対

象
事

業
者

向
け

の
セ

ミ
ナ

ー
の

実
施

（
平

成
2
4
年

8
月

2
回

、
1
2
月

1
回

、
1
月

1
回

　
計

4
回

）
・
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
で

の
情

報
提

供
（
随

時
）

医
療

厚
生

労
働

省
一

般
社

団
法

人
　

日
本

病
院

会
3

3
0

0
0

1

・
相

談
・
問

い
合

わ
せ

へ
の

対
応

（
平

成
２

５
年

度
　

３
件

）
・
対

象
事

業
者

向
け

の
個

人
情

報
保

護
研

修
の

実
施

（
平

成
２

５
年

８
月

２
日

）
：
本

会
の

病
院

長
・
幹

部
職

員
セ

ミ
ナ

ー
に

て
「
電

子
カ

ル
テ

と
個

人
情

報
保

護
」
を

テ
ー

マ
に

実
施

・
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
で

の
情

報
提

供
（
随

時
）

医
療

・
介

護
厚

生
労

働
省

特
定

非
営

利
活

動
法

人
医

療
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
支

援
セ

ン
タ

ー
0

0
0

0
0

0
・
対

象
事

業
者

以
外

の
相

談
へ

の
対

応
（
平

成
2
5
年

度
5
月

～
平

成
2
6
年

3
月

、
7
件

）

医
療

・
介

護
・
福

祉
厚

生
労

働
省

特
定

非
営

利
活

動
法

人
　

患
者

の
権

利
オ

ン
ブ

ズ
マ

ン
0

0
0

0
0

0
・
対

象
事

業
者

向
け

研
修

会
の

実
施

（
平

成
2
6
年

3
月

）
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苦
情

処
理

説
明

要
求

資
料

要
求

指
導

勧
告

そ
の

他
の

措
置

(注
）

そ
の

他
の

活
動

法
第

4
2
条

及
び

第
4
3
条

に
基

づ
く
措

置
対

象
事

業
等

分
野

所
管

府
省

名
称

介
護

・
福

祉
厚

生
労

働
省

社
会

福
祉

法
人

　
沖

縄
県

社
会

福
祉

協
議

会
0

0
0

0
0

0
・
特

記
事

項
な

し

介
護

・
福

祉
厚

生
労

働
省

社
会

福
祉

法
人

　
岐

阜
県

社
会

福
祉

協
議

会
0

0
0

0
0

0
・
特

記
事

項
な

し

手
技

療
法

（
柔

道
整

復
・
は

り
・
き

ゅ
う

・
あ

ん
ま

マ
ッ

サ
ー

ジ
指

圧
・
整

体
・
カ

イ
ロ

プ
ラ

テ
ィ

ッ
ク

ス
・
リ

ラ
ク

ゼ
ー

シ
ョ

ン
等

）

厚
生

労
働

省
経

済
産

業
省

特
定

非
営

利
活

動
法

人
　

日
本

手
技

療
法

協
会

0
0

0
0

0
0

・
相

談
・
問

い
合

わ
せ

へ
の

対
応

（
平

成
2
5
年

度
0
件

）
・
対

象
事

業
者

向
け

の
セ

ミ
ナ

ー
の

実
施

（
平

成
2
5
年

度
1
2
回

開
催

）
・
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
で

の
情

報
提

供
（
随

時
）

医
療

・
介

護
事

業
、

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

事
業

及
び

冠
婚

葬
祭

事
業

を
営

む
個

人
及

び
団

体
の

事
業

者

厚
生

労
働

省
経

済
産

業
省

一
般

社
団

法
人

日
本

個
人

情
報

管
理

協
会

0
0

0
0

0
5

・
個

人
情

報
保

護
・
管

理
　

読
本

　
　

『
こ

れ
だ

け
は

知
っ

て
お

き
た

い
必

須
知

識
』
　

1
0
0
0
部

・
理

事
長

か
ら

の
個

人
情

報
保

護
に

関
す

る
情

報
提

供
（
メ

ー
ル

マ
ガ

ジ
ン

　
毎

週
配

信
）

　
事

故
事

例
か

ら
学

ぶ
（
最

新
事

故
事

例
の

提
供

）
・
研

修
会

・
セ

ミ
ナ

ー
等

実
施

実
績

　
　

６
月

４
、

２
４

日
、

２
８

日
　

７
月

１
１

日
　

８
月

１
５

、
１

６
日

　
９

月
１

１
、

２
３

、
２

４
日

　
２

月
２

０
日

　
３

月
２

５
日

・
他

の
認

定
個

人
情

報
保

護
団

体
と

の
意

見
交

換
会

の
実

施
（
平

成
2
5
年

5
月

）

ギ
フ

ト
用

品
に

関
す

る
事

業
経

済
産

業
省

社
団

法
人

　
全

日
本

ギ
フ

ト
用

品
協

会
0

0
0

0
0

0
・
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
で

の
情

報
提

供
（
随

時
）

・
他

の
認

定
個

人
情

報
保

護
団

体
と

の
意

見
交

換
会

の
実

施
（
平

成
2
5
年

5
月

）

ク
レ

ジ
ッ

ト
事

業
経

済
産

業
省

一
般

社
団

法
人

　
日

本
ク

レ
ジ

ッ
ト

協
会

1
1

1
1

0
0

0
0

・
消

費
者

へ
の

相
談

・
問

い
合

わ
せ

対
応

（
平

成
2
5
年

度
合

計
4
4
3
件

）
・
対

象
事

業
者

向
け

の
個

人
情

報
管

理
責

任
者

研
修

講
座

の
実

施
（
平

成
2
5
年

1
0
月

、
全

国
3
地

区
）

・
対

象
事

業
者

向
け

の
個

人
情

報
に

関
す

る
相

談
担

当
者

研
修

講
座

の
実

施
（
平

成
2
6
年

2
月

～
3
月

、
全

国
3
地

区
）

・
従

業
者

向
け

啓
発

資
料

「
個

人
情

報
保

護
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

」
「
個

人
情

報
の

取
扱

い
に

関
す

る
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

」
作

成
・
配

布
・
対

象
事

業
者

へ
の

訪
問

ヒ
ア

リ
ン

グ
（
個

人
情

報
の

取
扱

い
に

関
す

る
実

態
把

握
及

び
適

宜
適

切
な

情
報

提
供

）
・
対

象
事

業
者

へ
の

個
人

情
報

保
護

指
針

に
基

づ
く
助

言
・
対

象
事

業
者

へ
の

個
人

情
報

保
護

に
関

す
る

問
い

合
わ

せ
対

応

印
刷

・
グ

ラ
フ

ィ
ッ

ク
サ

ー
ビ

ス
工

業
経

済
産

業
省

公
益

社
団

法
人

　
東

京
グ

ラ
フ

ィ
ッ

ク
サ

ー
ビ

ス
工

業
会

0
0

0
0

0
0

・
相

談
件

数
（
平

成
2
5
年

度
３

件
）

・
対

象
事

業
者

向
け

セ
ミ

ナ
ー

の
実

施
(平

成
2
5
年

1
1
月

1
9
日

）
・
対

象
事

業
者

向
け

パ
ン

フ
レ

ッ
ト

の
作

成
配

付
1
,0

0
0
部

 内
容

：
個

人
情

報
保

護
の

必
要

性
、

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

マ
ー

ク
使

用
許

諾
の

メ
リ

ッ
ト

、
特

定
と

リ
ス

ク
分

析
、

漏
洩

事
故

と
そ

の
防

止
、

安
全

管
理

措
置

の
解

説
A

4
版

1
6
頁

・
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
、

機
関

誌
「
月

刊
東

京
グ

ラ
フ

ィ
ッ

ク
ス

」
平

成
2
5
年

4
～

9
月

号
連

載
・
個

人
情

報
保

護
シ

リ
ー

ズ
、

同
1
0
～

1
2
月

号
連

載
・
営

業
の

秘
密

と
個

人
情

報
を

守
る

　
平

成
2
6
年

2
～

3
月

号
連

載
・
リ

ス
ク

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

と
個

人
情

報
・
B

C
P

・
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
で

の
情

報
提

供
（
随

時
）

・
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

放
送

　
J
aG

ra
B

B
　

1
1
月

1
9
日

の
セ

ミ
ナ

ー
収

録
を

録
画

放
映
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苦
情

処
理

説
明

要
求

資
料

要
求

指
導

勧
告

そ
の

他
の

措
置

(注
）

そ
の

他
の

活
動

法
第

4
2
条

及
び

第
4
3
条

に
基

づ
く
措

置
対

象
事

業
等

分
野

所
管

府
省

名
称

小
売

業
経

済
産

業
省

一
般

社
団

法
人

　
日

本
専

門
店

協
会

0
0

0
0

0
0

・
対

象
事

業
者

へ
の

個
人

情
報

保
護

に
関

す
る

取
り

組
み

説
明

（
2
5
年

1
0
月

・
2
6
年

2
月

）

経
済

産
業

分
野

経
済

産
業

省
特

定
非

営
利

活
動

法
人

　
日

本
個

人
・
医

療
情

報
管

理
協

会
1
5

0
0

0
0

0
・
相

談
・
問

い
合

わ
せ

へ
の

対
応

（
平

成
2
5
年

度
8
件

)
・
他

の
認

定
個

人
情

報
保

護
団

体
と

の
意

見
交

換
会

の
実

施
（
平

成
2
5
年

5
月

）

経
済

産
業

分
野

経
済

産
業

省
公

益
社

団
法

人
　

日
本

消
費

生
活

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

・
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

協
会

0
0

0
0

0
0

・
対

象
事

業
者

向
け

の
セ

ミ
ナ

ー
の

実
施

（
平

成
2
5
年

1
1
月

）
・
他

の
認

定
個

人
情

報
保

護
団

体
と

の
意

見
交

換
会

の
実

施
（
平

成
2
5
年

5
月

）

経
済

産
業

分
野

経
済

産
業

省
長

野
県

個
人

情
報

保
護

協
会

2
0

0
0

0
0

な
し

結
婚

情
報

サ
ー

ビ
ス

業
経

済
産

業
省

一
般

社
団

法
人

　
結

婚
相

談
業

サ
ポ

ー
ト

協
会

4
0

0
4

0
0

・
相

談
・
問

い
合

わ
せ

へ
の

対
応

（
平

成
2
5
年

度
5
4
件

）
・
対

象
事

業
者

向
け

講
習

会
実

施
（
平

成
2
5
年

3
月

、
5
月

、
1
0
月

）
・
対

象
事

業
者

向
け

の
広

報
紙

の
作

成
（
平

成
2
5
年

度
4
回

作
成

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

に
公

開
）

・
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
で

の
情

報
提

供
（
随

時
）

・
他

の
認

定
個

人
情

報
保

護
団

体
と

の
意

見
交

換
会

の
実

施
（
平

成
2
5
年

5
月

）

結
婚

情
報

サ
ー

ビ
ス

業
経

済
産

業
省

結
婚

相
手

紹
介

サ
ー

ビ
ス

協
会

0
0

0
0

0
0

・
相

談
・
問

い
合

わ
せ

へ
の

対
応

（
平

成
2
5
年

度
0
件

但
し

対
象

事
業

者
）

・
対

象
事

業
者

向
け

の
講

習
会

の
実

施
（
代

表
者

、
幹

部
対

象
に

、
平

成
2
5
年

度
6
月

、
2
月

）
・
対

象
事

業
者

顧
客

向
リ

ー
フ

レ
ッ

ト
の

作
成

・
随

時
配

布
・
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
で

の
情

報
提

供
（
随

時
）

・
東

京
都

消
費

生
活

総
合

セ
ン

タ
ー

と
の

情
報

連
絡

会
１

回
、

他
認

定
個

人
情

報
保

護
団

体
と

の
意

見
交

換
（
随

時
）

結
婚

情
報

サ
ー

ビ
ス

業
経

済
産

業
省

株
式

会
社

ＩＢ
Ｊ
（
日

本
結

婚
相

談
所

連
盟

）
3
5

0
0

0
0

0
・
相

談
・
問

い
合

わ
せ

対
応

（
ほ

と
ん

ど
軽

微
な

た
め

、
数

値
計

測
は

し
て

い
ま

せ
ん

。
）

・
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
か

ら
「
認

定
個

人
情

報
保

護
団

体
」
を

ア
ピ

ー
ル

・
他

の
認

定
個

人
情

報
保

護
団

体
と

の
意

見
交

換
会

の
実

施
（
平

成
2
5
年

5
月

)

結
婚

情
報

サ
ー

ビ
ス

業
経

済
産

業
省

ナ
ノ

ラ
イ

セ
ン

ス
結

婚
専

科
シ

ス
テ

ム
協

議
会

0
0

0
0

0
0

・
対

象
事

業
者

向
け

の
冊

子
、

パ
ン

フ
レ

ッ
ト

等
、

啓
発

資
料

の
配

布
　

Ｓ
Ｏ

Ｃ
ＩＯ

マ
ニ

ュ
ア

ル
「
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
ポ

リ
シ

ー
」
 ５

０
部

　
ケ

ー
ス

ス
タ

デ
ィ

Ｑ
＆

Ａ
 ５

０
部

・
対

象
事

業
者

向
け

の
講

習
会

の
実

施
（
平

成
2
5
年

5
月

3
1
日

　
8
月

1
2
日

1
3
日

1
4
日

）
・
経

産
省

主
催

の
認

定
個

人
情

報
保

護
団

体
連

絡
会

　
意

見
交

換
（
平

成
2
5
年

5
月

）

新
聞

販
売

業
経

済
産

業
省

大
阪

毎
日

新
聞

販
売

店
事

業
協

同
組

合
0

0
0

0
0

0

・
相

談
・
問

い
合

わ
せ

へ
の

対
応

（
平

成
2
5
年

度
2
件

）
・
対

象
事

業
者

向
け

へ
の

保
険

加
入

促
進

・
パ

ン
フ

レ
ッ

ト
の

配
布

（
平

成
1
9
年

1
2
月

作
成

、
随

時
配

布
）

・
対

象
事

業
者

向
け

の
セ

ミ
ナ

ー
の

実
施

（
平

成
2
6
年

2
月

）
・
職

員
の

個
人

情
報

保
護

指
針

に
つ

い
て

の
研

修
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苦
情

処
理

説
明

要
求

資
料

要
求

指
導

勧
告

そ
の

他
の

措
置

(注
）

そ
の

他
の

活
動

法
第

4
2
条

及
び

第
4
3
条

に
基

づ
く
措

置
対

象
事

業
等

分
野

所
管

府
省

名
称

葬
祭

業
経

済
産

業
省

Ｊ
Ｅ

Ｃ
ＩＡ

個
人

情
報

保
護

協
会

1
0

0
0

0
0

・
相

談
・
問

い
合

わ
せ

：
他

機
関

の
個

人
情

報
保

護
協

会
を

紹
介

（
金

融
関

係
・
運

送
関

係
）
（
平

成
２

５
年

度
２

件
）

・
会

員
向

け
研

修
会

：
新

規
・
更

新
訪

問
時

（
随

時
）
、

５
つ

星
研

究
会

開
催

時
（
平

成
２

５
年

１
１

月
）

・
対

象
事

業
者

向
け

の
パ

ン
フ

レ
ッ

ト
の

作
成

・
配

布
（
平

成
2
5
年

６
月

作
成

、
フ

ュ
ー

ネ
ラ

ル
ビ

ジ
ネ

ス
フ

ェ
ア

開
催

時
、

新
規

・
更

新
訪

問
時

（
随

時
）
）

・
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
で

の
情

報
提

供
（
随

時
）

・
他

の
認

定
個

人
情

報
保

護
団

体
と

の
意

見
交

換
会

の
実

施
（
平

成
2
5
年

５
月

）

葬
祭

業
経

済
産

業
省

全
国

こ
こ

ろ
の

会
葬

祭
事

業
協

同
組

合
0

0
0

0
0

0

・
問

い
合

わ
せ

へ
の

対
応

（
平

成
2
5
年

度
0
件

）
・
対

象
事

業
者

向
け

の
研

修
会

の
実

施
（
平

成
2
5
年

1
0
月

）
・
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
で

の
情

報
提

供
（
随

時
）

・
保

護
法

、
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
及

び
Q

＆
A

等
の

提
供

（
平

成
2
5
年

6
月

,）
・
加

盟
事

業
者

の
取

組
み

程
度

把
握

の
た

め
の

ア
ン

ケ
ー

ト
実

施
（
平

成
2
6
年

3
月

）
・
経

産
省

主
催

の
認

定
個

人
情

報
保

護
団

体
連

絡
会

　
意

見
交

換
（
平

成
2
5
年

5
月

）

自
動

車
販

売
業

経
済

産
業

省
国

土
交

通
省

一
般

社
団

法
人

　
日

本
自

動
車

販
売

協
会

連
合

会
1
0

0
0

0
0

0

・
相

談
・
問

い
合

わ
せ

へ
の

対
応

（
平

成
2
5
年

度
4
6
件

）
・
対

象
事

業
者

向
け

の
セ

ミ
ナ

ー
の

実
施

（
平

成
2
5
年

1
0
～

1
2
月

、
計

1
3
回

開
催

）
・
対

象
事

業
者

に
お

け
る

個
人

情
報

漏
え

い
事

例
の

情
報

提
供

（
月

1
回

）
・
理

事
会

、
委

員
会

等
を

通
じ

た
安

全
管

理
措

置
の

徹
底

の
周

知
・
他

の
認

定
個

人
情

報
保

護
団

体
と

の
意

見
交

換
会

の
実

施
（
平

成
2
5
年

5
月

）

自
動

車
登

録
番

号
交

付
代

行
業

国
土

交
通

省
一

般
社

団
法

人
　

全
国

自
動

車
標

板
協

議
会

0
0

0
0

0
0

・
対

象
事

業
者

向
け

に
指

針
の

遵
守

状
況

の
自

主
チ

ェ
ッ

ク
に

よ
る

改
善

を
指

導
し

た
（
平

成
２

５
年

４
月

）
。

・
対

象
事

業
者

及
び

従
業

員
向

け
の

研
修

を
６

回
実

施
、

参
加

者
数

１
７

５
人

（
平

成
２

５
年

７
月

か
ら

１
０

月
）
。

賃
貸

住
宅

管
理

業
国

土
交

通
省

公
益

財
団

法
人

　
日

本
賃

貸
住

宅
管

理
協

会
0

0
0

0
0

0
な

し

合
計

計
3
9
団

体
5
0
5

1
0
8

3
4

1
4
0

0
2
1
9

（
注

）
「
そ

の
他

の
措

置
」
と

は
、

認
定

個
人

情
報

保
護

団
体

が
、

法
第

4
3
条

に
基

づ
き

作
成

・
公

表
し

た
個

人
情

報
保

護
指

針
を

対
象

事
業

者
に

遵
守

さ
せ

る
た

め
に

行
っ

た
措

置
で

、
「
指

導
」
及

び
「
勧

告
」
以

外
の

も
の

を
指

す
。
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平
成

1
7
年

度
2
1
分

野
　

　
3
3
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
3
0
団

体
勧

告
1
件

報
告

の
徴

収
8
7
件

1
4
,0

2
8
件

1
,5

5
6
件

1
,1

1
4
件

2
2
0
件

1
6
7
件

3
7
件

1
8
件

平
成

1
8
年

度
2
2
分

野
　

　
3
5
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
3
4
団

体
勧

告
4
件

報
告

の
徴

収
6
0
件

1
2
,8

7
6
件

8
9
3
件

6
8
3
件

1
0
9
件

6
0
件

3
6
件

5
件

平
成

1
9
年

度
2
3
分

野
　

　
3
6
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
3
5
団

体
報

告
の

徴
収

8
3
件

1
2
,7

2
8
件

8
4
8
件

6
6
7
件

1
0
4
件

6
0
件

1
7
件

0
件

平
成

2
0
年

度
2
4
分

野
　

　
3
8
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
3
7
団
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0
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0
0
人
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参照条文等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

○個人情報の保護に関する法律（平成十五年法律第五十七号）（抄） 

 

（施行の状況の公表）  

第五十三条 内閣総理大臣は、関係する行政機関（法律の規定に基づき内閣に

置かれる機関（内閣府を除く。）及び内閣の所轄の下に置かれる機関、内閣

府、宮内庁、内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第四十九条第一項

及び第二項に規定する機関並びに国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二

十号）第三条第二項に規定する機関をいう。次条において同じ。）の長に対

し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。 

２ 内閣総理大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表する

ものとする。  

 

 

○個人情報の保護に関する基本方針（平成十六年四月二日閣議決定、平成二十

年四月二十五日及び平成二十一年九月一日一部変更）（抄） 

 

２ 国が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する事項 

(2) 政府全体としての制度の統一的な運用を図るための指針 

⑤ 法の施行の状況の内閣府への報告と公表 

    関係行政機関は、法第５３条第１項の規定に基づき、毎年度の法の施

行状況として、法第４章に基づく報告の徴収、助言等の規定の実施の状

況のほか、事業等分野におけるガイドライン等の策定及び実施の状況、

認定個人情報保護団体における苦情の処理等の取組状況、個人情報取扱

事業者からの個人情報漏えい等事案の状況等について消費者庁に報告す

るものとする。 

    消費者庁は、関係行政機関からの報告を取りまとめ、その概要を公表

するとともに、消費者委員会に報告するものとする。 
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